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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

（1）連結経営指標等 

  

 

回次   第１３１期中 第１３２期中 第１３３期中 第１３１期 第１３２期 

会計期間   自 平成17年 

4 月 1日 

至 平成17年 

9 月30日 

自 平成18年 

   4 月 1日 

至 平成18年 

   9 月30日 

自 平成19年 

   4 月 1日 

至 平成19年 

   9 月30日 

自 平成17年 

   4 月 1日 

至 平成18年 

   3 月31日 

自 平成18年 

   4 月 1日 

至 平成19年 

   3 月31日 

営業収益 百万円 13,349 13,842 13,578 27,245  27,383 

経常利益 〃 270 319 202 365  367 

中間（当期）純利益 〃 42 94 1,359 106  242 

純資産額 〃 12,086 11,410 11,817 11,445  11,446 

総資産額 〃 119,267 117,837 106,285 119,655  118,405 

１株当たり純資産額 円 153.04 141.19 147.01 144.96  142.46 

１株当たり中間（当期）純利益 〃 0.54 1.20 17.21 1.35  3.08 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 
〃 ― ― 17.00 ―  3.07 

自己資本比率 ％ 10.1 9.5 10.9 9.6  9.5 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
百万円 754 1,476 1,069 3,104  3,890 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 52 △ 613 7,681 △ 1,103  △ 3,185 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
〃 △ 800 △ 652 △ 8,644 △ 1,861  △ 570 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
〃 1,324 1,667 1,698 1,457  1,591 

従業員数 

 （外、平均臨時雇用者数） 
人 

1,040 

(717) 

993 

(724) 

989 

(712) 

1,009  

(766) 

976 

(692) 

（注）１ 営業収益には、消費税等は含まれていない。 

   ２ 第１３１期中、第１３１期及び第１３２期中の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、潜在株

式が存在しないため記載していない。 

   ３ 純資産額の算定にあたり、第１３２期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用して

いる。 



（2）提出会社の経営指標等 

  

 

回次   第１３１期中 第１３２期中 第１３３期中 第１３１期 第１３２期 

会計期間   自 平成17年 

   4 月 1日 

至 平成17年 

   9 月30日 

自 平成18年 

   4 月 1日 

至 平成18年 

   9 月30日 

自 平成19年 

   4 月 1日 

至 平成19年 

   9 月30日 

自 平成17年 

   4 月 1日 

至 平成18年 

   3 月31日 

自 平成18年 

   4 月 1日 

至 平成19年 

   3 月31日 

営業収益 百万円 11,057 11,581 11,240 22,628  22,785 

経常利益 〃 221 269 102 155  123 

中間（当期）純利益 

（△は損失） 
〃 58 56 1,039 △ 2,303  98 

資本金 〃 11,513 11,513 11,527 11,513  11,513 

発行済株式総数 千株 79,036 79,036 79,104 79,036  79,036 

純資産額 百万円 16,968 12,948 13,038 13,284  12,939 

総資産額 〃 119,277 115,517 103,700 117,506  116,361 

１株当たり純資産額 円 214.86 164.04 164.83 168.25  163.92 

１株当たり中間（当期）純利益 

（△は損失） 
〃 0.74 0.71 13.16 △ 29.17  1.24 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 
〃 ― ― 13.00 ―  1.24 

１株当たり配当額 〃 ― ― ― ―  ― 

自己資本比率 ％ 14.2 11.2 12.6 11.3  11.1 

従業員数 

 （外、平均臨時雇用者数） 
人 

541 

( 60) 

535 

( 74) 

547 

( 89) 

532  

(68) 

530 

( 79) 

（注）１ 営業収益には、消費税等は含まれていない。 

   ２ 第１３１期中、第１３１期及び第１３２期中の「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」については、潜在株

式が存在しないため記載していない。 

   ３ 純資産額の算定にあたり、第１３２期中から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号）を適用して

いる。 



２【事業の内容】 

  当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について 

重要な変更はない。 

  

３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４【従業員の状況】 

（1）連結会社の状況 

  

（2）提出会社の状況 

  

（3）労働組合の状況 

   労使間において特記すべき事項はない。 

（平成19年9月30日現在） 

運輸業 流通業 不動産業 その他の事業 全社（共通） 合計 

人 人 人 人 人 人 

７３８ 

（２０７） 

 ４３ 

（２３５） 

 １８ 

（ ―） 

１４７ 

（２６０） 

 ４３ 

（ １０） 

９８９ 

（７１２） 

（注）従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除く）であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間連結会計

期間の平均人員を外数で記載している。 

（平成19年9月30日現在）   

従業員数         

人         

５４７ 

（ ８９） 

        

（注）１ 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。 

２ 従業員数は、組合専従者１人及び出向社員１１７人を含まない。 



  

  

  

第２【事業の状況】 
  
１【業績等の概要】 
(1)  業績 
 当中間連結会計期間は各事業にわたり増収に力を注ぐとともに経費削減に努めたが、営業
収益は13,578百万円と前中間連結会計期間に比べ1.9％の減少となり、営業利益は1,081百万
円と前中間連結会計期間に比べ3.3％の減少、経常利益は202百万円と前中間連結会計期間に
比べ36.7％の減少となった。また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の早期適用に伴う
変更時差額1,268百万円を含む販売用不動産の評価損4,099百万円等を特別損失に計上する一
方、持分法適用会社である北神急行電鉄株式会社に対する経営支援を一時中断し、同社の借
入金に対する債務保証を解除したこと並びに同社に対する貸付金を回収したことに伴い、持
分法による投資利益6,194百万円等を特別利益に計上した。さらに法人税等を差し引いた中間
純利益は1,359百万円と前中間連結会計期間に比べ1,345.7％の増加となった。 
 なお、「第２ 事業の状況」以降については、特に記載のない限り消費税等抜きで記載し
ている。 
事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

  
①運輸業 
鉄道事業では、引き続き「安全輸送の確保」に関する問題点の点検・掌握と迅速な対策の

実施を推進し、社会的信頼の回復に全力を尽くしている。 
ＩＣカードシステム「ＰｉＴａＰａ」は、本年４月に導入し、９月から開始したＩＣ定期

券サービスにより通勤・通学旅客の利便性向上に努めた結果、順調に利用者数が増加してい
る。 
また、沿線自治体や他社との連携によるハイキング等を実施するとともに、「神鉄沿線ハ

イキング友の会」の会員数拡大によりフリーハイキング参加者の誘致を図った。企画乗車券
については、「有馬温泉 太閤の湯クーポン」、「有馬・六甲周遊1dayパス」をはじめ、各
種沿線施設とのタイアップによる割引乗車券等を発売するなど旅客誘致を図った。 
バス事業では、貸切バス事業及び運行管理請負業において新たなスクールバス運行やスポ

ーツクラブ送迎業務などを開始した。 
しかしながら、構造的な少子・高齢化に伴う就業・就学人口の減少、マイカー等への転移

により、当社鉄道事業の旅客数は24,172千人で前中間連結会計期間に比べ1.8％の減少とな
り、バス事業、タクシー業をあわせた運輸業の営業収益は6,721百万円と前中間連結会計期間
に比べ1.1％の減少となり、営業利益は経費削減に努めたものの、608百万円と前中間連結会
計期間に比べ21.8％の減少となった。 

（提出会社の運輸成績） 

種別 単位 
当中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
  対前年同期増減率（％） 

営  業  日  数 日 １８３     ―   
営  業  キ  ロ キロ ６９．６     ―   
客 車 走 行 キ ロ 千キロ ９，１８９ △ ０．３   

旅客人員 
定   期 千人  １５，５０３ △ ２．９   
定 期 外 〃  ８，６６９ ０．２   

計 〃 ２４，１７２ △ １．８   

旅客運輸収入 
定   期 百万円 ２，５４５ △ ２．６   
定 期 外 〃 ２，５９７   ０．４   

計 〃 ５，１４３ △ １．１   
運  輸  雑  収 〃  １０６   ６．０   
収  入  合  計 〃 ５，２４９ △ １．０   
乗  車  効  率 ％ ２３．２     ―   

               延  人  キ  ロ  

（注）１ 乗車効率の算出は、客車走行キロ×平均定員 による。 
   ２ 客車走行キロ数は社用、試運転及び営業回送を含んでいない。 

種別 
当中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％） 

鉄  道  事  業  ５，２４９   △ １．０   
バ  ス  事  業  ５４３   ０．９   
タ ク シ ー 業  ９４２   △ ３．０   

消    去  △ １３   ―   
営 業 収 益 計  ６，７２１   △ １．１   

②流通業 
物品販売業では、スーパーマーケット全６店舗が「神鉄食彩館」ブランドとして、より一

層生鮮食品に力を注ぎ、全店舗一丸となった店舗戦略を展開した。また、メンバーズカード



      

  

      

 

「神鉄ショッピングカード」も顧客の定着化に寄与した。駅売店では、販売商品の拡充や
自動販売機の増設等に努めた。 
しかしながら、物品販売業は競合環境の激化により、駅売店では新聞・雑誌・たばこの売

上減少等により、営業収益は4,427百万円と前中間連結会計期間に比べ3.1％の減少となった
ものの、販売経費等の減少により営業利益は141百万円と前中間連結会計期間に比べ74.1％の
増加となった。 

種別 
当中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％） 

物 品 販 売 業 ８，１５０   △ ３．７   
消     去 △ ３，７２２   ―   

営 業 収 益 計 ４，４２７   △ ３．１   

③不動産業 
土地建物販売業では、松宮台住宅地においてハウスメーカー８社と提携し開設している住

宅展示場を核とした各種集客活動を展開し23区画を、また、谷上住宅地において8区画を販売
した。さらに、北区において建売住宅3区画を販売した結果、土地分譲は5,794㎡を販売し
た。建築・リフォーム事業では、「神鉄住宅サービスショップ鈴蘭台店」を営業拠点とし、
当社沿線を中心に地元密着型の営業活動を展開するとともに、住宅需要の多い地域での戸建
住宅の販売、松宮台住宅地における住宅の外構工事等の受注に努めた。 
土地建物賃貸業では、定期借地権による賃貸用地としての有馬口、大池北等の社有地や賃

貸ビルへのテナント誘致等に努め、土地建物の有効活用及び安定収入の確保を図った。駐車
場経営では、引き続き新規顧客獲得に努めた。 
しかしながら、松宮台住宅地での販売区画数が減少したため、営業収益は1,245百万円と前

中間連結会計期間に比べ7.6％の減少となった。一方、営業利益は利益率の高い物件の売却等
により251百万円と前中間連結会計期間に比べ29.4％の増加となった。 

種別 
当中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％） 

不 動 産 販 売 業 ６７９   △１４．８   
不 動 産 賃 貸 業 ５６６   ２．９   

消    去 ―   ―   
営 業 収 益 計 １，２４５   △ ７．６   



  

      

  

 

④その他の事業 
 介護サービス事業では、質の高いサービスを提供するとともに、「介護相談会」の開催や
広告宣伝の強化により新規利用者の獲得に注力した。 
健康・保育サービス事業では、「岡場保育園」、「緑が丘保育園」、三田市認可の「よこ

やま保育園」、神戸市認可の「谷上保育園」、小野市の学童保育所「おのっこクラブ」がそ
れぞれ好評を得ている。また、「神鉄スイミングスクール」ではキャンペーン活動等により
会員獲得に努めたほか、癒しをテーマにリラクセーションを提供するリフレッシュサロン
「ラフィネ阪急三宮駅店」並びに「ラフィネメトロこうべ店」も利用者数を伸ばしている。
神戸市より運営管理業務を受託している「神戸市立北神戸田園スポーツ公園」では、魅力的
なイベント等を実施し、好評を得ている。 
ゴルフ場業では、オープンコンペや早朝プレーを実施したほか、コース改良工事など施設

の改善により来場者誘致に努めた。 
この結果、営業収益は1,598百万円と前中間連結会計期間に比べ7.5％の増加となり、営業

利益は97百万円と前中間連結会計期間に比べ38.6％の増加となった。 

種別 
当中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
営業収益（百万円） 対前年同期増減率（％） 

  建 設 業  ７２４   ９２．６   
  施 設 管 理 ・ 警 備 業  ３０５   △ ５．６   
  ゴ ル フ 場 業  ２２２   ２．３   
  介 護 サ ー ビ ス 事 業   １１５    △ ９．４   
  健 康 ・ 保 育 サ ー ビ ス 事 業   ２８２    １．８   
  そ の 他  ４６６     △ ３．１   
  消 去  △ ５１８   ―   

営 業 収 益 計   １，５９８     ７．５   

所在地別セグメントの業績については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び
支店等がないため、記載していない。 



   

  

  

  

   

  
  

(2)  キャッシュ・フロー 
 当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高
は、前連結会計年度末に比べ106百万円（6.7％）増加し、当中間連結会計期間末は1,698百
万円となった。 
当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
当中間連結会計期間において営業活動による資金収支は、1,069百万円と前中間連結会計

期間に比べ407百万円の減少となった。これは、仕入債務の支払が増加したこと等によるも
のである。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動により受け入れた資金は、7,681百万円と前中間連
結会計期間に比べ8,294百万円の増加となった。これは、谷上駅（北神急行線部分の土地建
物等）等を譲渡したことによる固定資産の売却収入や北神急行電鉄㈱からの貸付金の回収
等によるものである。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動により使用した資金は、8,644百万円と前中間連結
会計期間に比べ7,992百万円の増加となった。これは、営業活動や投資活動から得た資金を
借入金の返済に充当したこと等によるものである。 

  

２【生産、受注及び販売の状況】 
当社グループは運輸業、流通業及び不動産業など多種多様な事業を営んでいるため、その

種類別セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていな
い。 
このため、生産、受注及び販売の状況については、「１業績等の概要」における各事業の

種類別セグメント業績に関連付けて示している。 
  

３【対処すべき課題】 
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が対処すべ

き課題について、重要な変更はない。 

４【経営上の重要な契約等】 
当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はない。 

  

５【研究開発活動】 
特記事項なし。 



第３【設備の状況】 
  
１【主要な設備の状況】 

     

  
  
２【設備の新設、除却等の計画】 

  
  
  
  

 当中間連結会計期間において、以下の主要な設備を譲渡した。

セグメント別 会社名・設備の内容 帳簿価額（百万円） 

運輸業 

（提出会社） 
 神戸電鉄株式会社 
・谷上駅鉄道資産譲渡 

（北神急行電鉄株式会社北神線部分） 
土地12,709.45㎡及び建物他鉄道施設 

3,802 

不動産業 

（提出会社） 
 神戸電鉄株式会社 
 ・有馬ビューホテルの底地（賃貸地）譲渡 
  土地19,969.42㎡及び構築物 

1,806 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要
な変更はない。 



第４【提出会社の状況】 
  
１【株式等の状況】 
（１）【株式の総数等】 
 ①【株式の総数】 

 ②【発行済株式】 

  
（２）【新株予約権等の状況】 
  会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 １６０，０００，０００ 

計 １６０，０００，０００ 

  種類 

中間会計期間末現在 

発行数（株） 

（平成19年9月30日） 

提出日現在 

発行数（株） 

（平成19年12月25日） 

上場金融商品取引所名又は 

登録認可金融商品取引業協会名 
内容 

  普通株式 79,104,114 79,104,114
大阪証券取引所 

市場第一部 
― 

  計 79,104,114 79,104,114 ― ― 

（注）提出日現在の発行数には、平成19年12月1日から半期報告書を提出するまでの第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の

転換により発行された株式数は含まれていない。 
 

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（平成19年2月26日発行） 

  

  

中間会計期間末現在 

（平成19年9月30日） 

提出日の前月末現在 

（平成19年11月30日） 

新株予約権の数（個） 32 32

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 888,296 932,618

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,500,000 同左

新株予約権の行使期間 
平成19年2月27日

～平成22年2月25日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額（円） （注） 

発行価額 450.3

資本組入額 226.0

発行価額 428.9

資本組入額 215.0

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできな

い。 
同左

新株予約権の譲渡に関する事項 

  

社債又は新株予約権の一方のみを

譲渡することはできない。 
同左

代用払込みに関する事項 

新株予約権１個の行使に際して出

資される財産は、当該新株予約権

に係る社債とし、当該社債の価額

は、当該社債の償還価額と同額と

する。 

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ― ―



  
（３）【ライツプランの内容】 
   該当事項なし。 
  
  
（４）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  
（５）【大株主の状況】 

  
（６）【議決権の状況】 
 ①【発行済株式】 

新株予約権付社債の残高（百万円） 400 400

（注）１転換価額の修正  

発行日以降、毎月第２金曜日を 終日とする５連続取引日の大阪証券取引所における終値平均値の93％を転換価額として

翌営業日から適用する。ただし、下限転換価額345.1円を下回る場合は下限転換価額、上限転換価額640.9円を上回る場合は

上限転換価額とする。 

２新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

新株予約権の行使により株式を発行する場合において、発行価額に0.5を乗じた額を資本金として計上し、その残額を資本

準備金として計上する。 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

（千株） 

発行済株式 

総数残高 

（千株） 

資本金 

増減額 

（百万円） 

資本金 

残高 

（百万円） 

資本準備金 

増減額 

（百万円） 

資本準備金 

残高 

（百万円） 

摘要 

平成19年4月1日 

～平成19年9月30日 
67 79,104 14 11,527 14 397 注 

（注）第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加である。 

（平成19年9月30日現在）

氏名又は名称 住所
所有 
株式数 

（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数 
の割合（％） 

阪急阪神ホールディングス株式会社 大阪市北区芝田１丁目16番1号 21,950 27.75

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目1-2 3,141 3.97

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社（信託口４） 

東京都中央区晴海１丁目8番11号 961 1.21

株式会社みなと銀行 神戸市中央区三宮町２丁目1番1号 832 1.05

住友信託銀行株式会社 
（常任代理人 日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社） 

大阪市中央区北浜４丁目5番33号

（東京都中央区晴海１丁目8番11号） 
414 

  

0.52

  

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 
（常任代理人 日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内１丁目4番5号

（東京都港区浜松町２丁目11番3号） 
  

414 

  

0.52

  

株式会社みずほコーポレート銀行 
（常任代理人 資産管理サービス 
信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内１丁目3番3号

（東京都中央区晴海１丁目8番12号晴海アイラ 
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 

360 

  

0.46

  

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目7-1 318 0.40

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービス 
信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内２丁目1番1号

（東京都中央区晴海１丁目8番12号晴海アイラ 
ンドトリトンスクエアオフィスタワーＺ棟） 

300 

  

0.38

  

西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門１丁目20-10 300 0.38

計 ― 28,992 36.65

（注）上記所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は次のとおりである。

    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 961千株 

（平成19年9月30日現在） 
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 



  
  
  
  
 ②【自己株式等】 

  
２【株価の推移】 
【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  
３【役員の状況】 
 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はない。 

無議決権株式 ― ― ― 
議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 
議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） （自己保有株式） 
普通株式      1,000 ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 78,003,000 78,003    ― 
単元未満株式 普通株式  1,100,114 ― ― 
発行済株式総数          79,104,114 ― ― 
総株主の議決権 ― 78,003    ― 
（注）１「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が10,000株（議決権10個）含

まれている。 
   ２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己保有株式943株が含まれている。 

（平成19年9月30日現在）
所有者の氏名又は 

名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数
の合計（株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

（自己保有株式） 
神戸電鉄株式会社 

神戸市兵庫区 
新開地1-3-24 1,000 ― 1,000 0.00 

計 ― 1,000 ― 1,000 0.00 

月別 平成19年4月 5月 6月 7月 8月 9月

高（円） 483 485 485 485 492 488
低（円） 478 479 479 480 478 465

（注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものである。



  

  
  

第５【経理の状況】 
   
１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  
  
２ 監査証明について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平
成１１年大蔵省令第２４号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 
なお、前中間連結会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）は、改正前の

中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３
０日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和５２
年大蔵省令第３８号。以下「中間財務諸表等規則」という。）第３８条及び第５７条の規定に基づ
き、同規則並びに「鉄道事業会計規則」（昭和６２年運輸省令第７号）により作成している。  
なお、前中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９月３０日まで）は、改正前の中間

財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日まで）
は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。 

当社は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成１８年４月１日
から平成１８年９月３０日まで）の中間連結財務諸表及び前中間会計期間（平成１８年４月１日か
ら平成１８年９月３０日まで）の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第１９３条の２
第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日ま
で）の中間連結財務諸表及び当中間会計期間（平成１９年４月１日から平成１９年９月３０日ま
で）の中間財務諸表について、あずさ監査法人による中間監査を受けている。 



１【中間連結財務諸表等】 

  (1)【中間連結財務諸表】 

   ①【中間連結貸借対照表】 

  

  
 

    前中間連結会計期間末 

  

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

  

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

(％) 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

（資産の部） 

Ⅰ流動資産 

 1現金及び預金 

 2売掛金 

3たな卸資産 

4その他 

 5貸倒引当金 

  

  

  

  

  

  

  

    

  

1,667 

638 

13,211 

2,204 

△    18 

      

  

1,698 

 694 

8,129 

1,950 

△    15 

      

  

1,591 

639 

13,124 

2,633 

△    15 

  

 流動資産合計 

Ⅱ固定資産 

  A有形固定資産 

  1建物及び構築物 

  2機械装置及び運搬具

  3土地 

  4建設仮勘定 

  5その他 

  

  

※1.2.3 

  

  

  

   

  

  17,703 

  

  

53,735 

6,809 

32,316 

3,752 

655 

15.0   12,457 

  

  

50,489 

6,536 

30,675 

 3,045 

  547 

11.7   17,974 

  

  

54,501 

6,495 

32,350 

3,402 

594 

15.2 

  有形固定資産合計 

 B無形固定資産 

 C投資その他の資産 

  1投資有価証券 

  2その他 

  3貸倒引当金 

  

 ※3 

  

※2 

  

  

  97,268 

461 

  

1,898 

511 

△   6 

    91,295 

422 

  

1,506 

609 

△    6 

    97,344 

440 

  

1,756 

895 

△   6 

  

 投資その他の資産合計

 固定資産合計 

 資産合計 

  

  

  

  2,404     2,109      2,646   

  100,134 85.0   93,827 88.3   100,431 84.8 

  117,837 100.0   106,285 100.0   118,405 100.0 



  

  

    前中間連結会計期間末 

  

（平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間末 

  

（平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 

要約貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注記 

番号 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

金額 

（百万円） 

構成比 

（％） 

（負債の部） 

Ⅰ流動負債 

 1買掛金 

 2短期借入金 

3１年以内償還社債 

4賞与引当金 

 5鉄道安全対策修繕引当金 

 6その他 

  

  

  

※2 

  

  

  

  

    

  

1,697 

39,162 

― 

38 

225 

3,397 

      

  

1,035 

 32,992 

1,500 

40 

75 

3,655 

      

  

2,967 

38,402 

― 

37 

110 

3,169 

  

 流動負債合計 

Ⅱ固定負債 

 1社債 

 2長期借入金 

 3退職給付引当金 

 4役員退職慰労引当金 

 5持分法適用に伴う負債 

 6長期未払金 

 7その他 

  

  

  

※2.6 

  

  

  

  

  

  44,521 

  

1,500 

46,736 

2,467 

― 

1,094 

4,806 

5,300 

37.8   39,299 

  

400 

43,979 

2,307 

42 

― 

1,705 

6,733 

37.0   44,687 

  

1,987 

47,176 

2,397 

― 

1,122 

4,336 

5,252 

37.7 

 固定負債合計     61,906 52.5   55,168 51.9   62,272 52.6 

 負債合計     106,427 90.3   94,468 88.9   106,959 90.3 

（純資産の部） 

Ⅰ株主資本 

 1資本金 

 2資本剰余金 

 3利益剰余金 

 4自己株式 

  

  

  

  

  

  

    

  

11,513 

383 

△      1,811 

△         46 

  

  

9.7 

0.3 

△1.5 

△0.0 

    

  

11,527 

397 

△      1,081 

△          0 

  

  

10.8 

0.4 

△1.0 

△0.0 

    

  

11,513 

383 

△      1,663 

△         45 

  

  

9.7 

0.3 

△1.4 

△0.0 

 株主資本合計 

Ⅱ評価・換算差額等 

 1その他有価証券評価差額金 

 2繰延ヘッジ損益 

 3土地再評価差額金 

  

  

  

  

  

  10,037 

  

572 

△    204 

738 

8.5 

  

0.5 

△0.2 

0.6 

  10,843 

  

504 

△        255 

536 

10.2 

  

0.4 

△0.2 

0.5 

  10,186 

  

489 

△      169 

738 

8.6 

  

0.4 

△0.1 

0.6 

 評価・換算差額等合計 

Ⅲ少数株主持分 

  

  

  1,107 

265 

0.9 

0.3 

  785 

188 

0.7 

0.2 

  1,058 

200 

0.9 

0.2 

 純資産合計     11,410 9.7   11,817 11.1   11,446 9.7 

 負債純資産合計     117,837 100.0   106,285 100.0   118,405 100.0 



②【中間連結損益計算書】 

    前中間連結会計期間 

  

（自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日） 

当中間連結会計期間 

  

（自 平成19年4月 1日 

  至 平成19年9月30日） 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

（自 平成18年4月 1日 

  至 平成19年3月31日） 

区分 注記 

番号 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

金額 

（百万円） 

百分比 

（％） 

Ⅰ営業収益 

Ⅱ営業費 

 1運輸業等営業費 

  及び売上原価 

 2販売費及び一般管理費 

  

  

※2 

  

※1 

13,842 

12,724 

  

11,120 

1,603 

100.0 

91.9 

  

  

  

13,578 

12,497 

  

10,940 

1,556 

100.0 

92.0 

  

  

  

27,383 

25,370 

  

22,166 

3,204 

100.0 

92.6 

  

  

  

 営業利益 

Ⅲ営業外収益 

 1受取利息 

 2受取配当金 

 3有価証券売却益 

 4受託工事益 

 5持分法による投資利益 

 6雑収入 

Ⅳ営業外費用 

 1支払利息 

 2雑支出 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1,118 

99 

10 

13 

4 

0 

28 

41 

898 

869 

29 

8.1 

0.7 

  

  

  

  

  

  

6.5 

  

  

1,081 

74 

11 

15 

0 

4 

8 

33 

953 

922 

31 

8.0 

0.5 

  

  

  

  

  

  

7.0 

  

  

2,012 

179 

22 

17 

9 

1 

1 

126 

1,825 

1,751 

73 

7.4 

0.6 

  

  

  

  

  

  

6.7 

  

  

 経常利益 

Ⅴ特別利益 

 1固定資産売却益 

 2持分法による投資利益 

 3工事負担金等受入額 

Ⅵ特別損失 

 1固定資産売却損 

 2販売用土地建物評価損 

 3販売用土地売却損 

 4役員退職慰労引当金繰入額 

 5工事負担金等圧縮額 

 6その他投資評価損 

 7貸倒引当金繰入額 

 8その他の損失 

  

  

※3 

※4 

  

  

※5 

※6 

  

  

  

  

  

  

319 

― 

― 

― 

― 

51 

― 

― 

― 

― 

― 

34 

11 

4 

2.3 

― 

  

  

  

0.4 

  

  

  

  

  

  

  

  

202 

7,334 

1,119 

6,194 

20 

4,895 

255 

4,099 

506 

25 

7 

― 

― 

― 

1.5 

54.0 

  

  

  

36.1 

  

  

  

  

  

  

  

  

367 

283 

― 

― 

283 

337 

― 

― 

― 

― 

283 

34 

11 

7 

1.3 

1.0 

  

  

  

1.2 

  

  

  

  

  

  

  

  

 税金等調整前中間（当期）純利益 

 法人税、住民税及び事業税 

 法人税等調整額 

 少数株主利益（減算） 

  

  

  

  

268 

44 

120 

8 

1.9 

0.3 

0.9 

0.0 

2,641 

58 

1,210 

12 

19.4 

0.4 

8.9 

0.1 

313 

121 

△     78 

27 

1.1 

0.4 

△ 0.3 

0.1 



  

 中間（当期）純利益   94 0.7 1,359 10.0 242 0.9 



③【中間連結株主資本等変動計算書】 
  前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

  

  
（注）平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目である。 
  

  
  
  当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
  

    
株主資本 

  

  
資本金 

  

 
資本剰余金 

  

 
利益剰余金 

  
自己株式 

 
株主資本合計 

  
平成18年3月31日残高 
           （百万円） 

11,513 2,346 △  3,870 △   35 9,953

  
中間連結会計期間中の変動額          

  
欠損填補（注） 

 
  

 
△  1,963 

 
1,963    

― 
  

中間純利益    
 

94    
94 

  
自己株式の取得      

  
△   10 

 
△   10 

  
株主資本以外の項目の中間連結 
会計期間中の変動額（純額） 

  

         

  
中間連結会計期間中の変動額合計 
           （百万円） 

― △  1,963 2,058 △   10 84

  
平成18年9月30日残高 
           （百万円） 

11,513 383 △  1,811 △   46 10,037

    
評価・換算差額等 

  
  

少数株主 
持分 

  
  

 
  

純資産 
合計 

その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年3月31日残高 
       （百万円） 753 ― 738 1,491 265 11,711

中間連結会計期間中の 
変動額            

  
 欠損填補（注）          

 
― 

  
中間純利益          

 
94 

  
 自己株式の取得           △    10

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の 
変動額（純額） 

△   180 △   204 ― △   384 △   0 △   385

中間連結会計期間中の 
変動額合計  （百万円） △   180 △   204 ― △   384 △   0 △   301

平成18年9月30日残高 
       （百万円） 572 △   204 738 1,107 265 11,410

  
株主資本

  
資本金 

 
資本剰余金 

 
利益剰余金 

  
自己株式 

 
株主資本合計 

  
平成19年3月31日残高 
           （百万円） 

11,513 383 △  1,663 △   45 10,186

  
中間連結会計期間中の変動額          



  

  
  
前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 

  

  
 新株の発行 

 
14 

 
14      

29 
  

中間純利益    
 

1,359    
1,359 

  
自己株式の取得      

  
△   15 

 
△   15 

  
 自己株式の処分    

 
△     1 

  
60 

 
58 

  
 土地再評価差額金の取崩    

 
△   775    

△   775 
  

株主資本以外の項目の中間 
連結会計期間中の変動額（純額） 

         

  
中間連結会計期間中の変動額合計 
           （百万円） 

14 14 582 45 656

  
平成19年9月30日残高 
           （百万円） 

11,527 397 △  1,081 △    0 10,843

  評価・換算差額等

少数株主 
持分 

純資産
合計 

その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年3月31日残高 
       （百万円） 489 △   169 738 1,058 200 11,446

中間連結会計期間中の 
変動額            

  
 新株の発行          

 
29 

  
中間純利益          

 
1,359 

  
 自己株式の取得          

 
△    15 

  
 自己株式の処分          

 
58 

  
 土地再評価差額金の取崩          

 
△   775 

株主資本以外の項目の 
中間連結会計期間中の 
変動額（純額） 

14 △    85 △  201 △   273 △  11 △   285

中間連結会計期間中の 
変動額合計  （百万円）    14 △    85 △  201 △   273 △  11    371

平成19年9月30日残高 
       （百万円） 504 △   255 536 785 188 11,817

  
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日残高 
            （百万円） 11,513 2,346 △  3,870 △   35 9,953

  
連結会計年度中の変動額          

  
欠損填補（注）  

 
 △  1,963 

 
1,963    

― 
  

当期純利益    
 

     242    
     242 

  
自己株式の取得      

  
△   22 

 
△   22 

  
自己株式の処分    

 
   △     0 

  
      12 

 
      12 

  
土地再評価差額金の取崩    

 
      0    

      0 
株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額（純額）          



  

  
（注）平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目である。 

  

  
連結会計年度中の変動額合計 
            （百万円） 

―  △  1,963 2,207 △   10 233

平成19年3月31日残高 
            （百万円） 11,513 383 △  1,663 △   45 10,186

  
評価・換算差額等

  
  

少数株主 
持分 

  
  

 
  

純資産 
合計 その他 

有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年3月31日残高 
         （百万円）     753       ―          738      1,491       265     11,711

  
連結会計年度中の変動額            

  
欠損填補（注）                 ―

  
当期純利益                 242

  
自己株式の取得              △    22

  
自己株式の処分                 12

  
土地再評価差額金の取崩                 0

株主資本以外の項目の連結 
会計年度中の変動額（純額）  △   263    △   169     △   0    △   433     △  65   △   498

連結会計年度中の変動額合計 
         （百万円）  △   263    △   169     △   0    △   433     △  65   △   265

平成19年3月31日残高 
         （百万円）     489    △   169       738      1,058       200     11,446



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    次へ 

     

前中間連結会計期間 
 

当中間連結会計期間 
前連結会計年度の

連結キャッシュ・フロー計算書 

(自平成18年4月 1日

至平成18年9月30日) 
(自平成19年4月 1日

至平成19年9月30日) 
(自平成18年4月 1日

至平成19年3月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額

（百万円） 
金額

（百万円） 
金額

（百万円） 
Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前中間(当期)純利益 
減価償却費 
負ののれん償却額 
退職給付引当金の減少額 
受取利息及び受取配当金 
支払利息 
持分法による投資利益 
有価証券売却損益（益：△） 
有形固定資産売却益 
有形固定資産売却損 
工事負担金等受入額 
工事負担金等圧縮額 
鉄道安全対策修繕引当金の減少額 
売上債権の増減額（増加：△） 
たな卸資産の増減額（増加：△） 
販売用土地建物評価損 
仕入債務の増減額（減少：△） 
その他  

   

 

 

△

△

△

 

△

△

 

 

 

 

△

 

△

 

△

  

268

1,547

1

76

23

869

28

4

―

4

―

―

92

 150

34

―

644

494

   

 

 

△

△

   △

 

△

△

△

 

△

 

△

 △

 

 

△

 

  

2,641

1,514

1

89

27

922

6,203

0

1,119

255

20

7

35

54

895

 4,099

1,615

906

    
  
  

△ 
△ 

 △ 
  

△ 
△ 
  
  

△ 
  

 △ 
  
  
  
  

  

 313

3,107

2

146

40

1,751

1

9

―

4

283

283

207

149

51

―

 588

208

 

小   計   2,429   2,075     5,767  

   利息及び配当金の受取額 
  利息の支払額 
  法人税等の支払額 

   

△

△

29

886

96

   

△

△

21

962

65

    
△ 
△ 

51

1,772

156

 

営業活動によるキャッシュ・フロー     1,476     1,069     3,890  

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー 
  有形固定資産の取得による支出 
  有形固定資産の売却による収入 
  投資有価証券の売却による収入 
  貸付けによる支出 
  貸付金の回収による収入 
  工事負担金等の受入による収入 
  その他  

   

△

 

 

 △

 

 

 △

 

645

5

5

130

55

343

248

   

△

 

 

 △

 

 

 △

 

785

6,104

0

122

5,089

333

2,937

    
△ 
  
  

 △ 
  
  

  △ 

 

2,674

5

17

165

79

347

795

 

投資活動によるキャッシュ・フロー    △ 613     7,681   △ 3,185  

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の純増減額 
長期借入による収入 
長期借入金の返済による支出 
社債の発行による収入 
自己株式の取得による支出 
少数株主への配当金の支払額 

   

 

 

△

 

△

△

 

1,257

 13,800

15,691

―

10

8

   

 

 

△

 

△

 △

 

211

 4,200

13,017

―

15

22

    
  
  

△ 
  

 △ 
△ 

 

18

20,905

21,877

500

22

93

 

財務活動によるキャッシュ・フロー     △ 652     △ 8,644   △ 570   
Ⅳ現金及び現金同等物の増加額   209     106     134   
Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高     1,457     1,591     1,457   
Ⅵ現金及び現金同等物の中間期末 

（期末）残高 
  

※ 
 

 
 

1,667

 

 
 

1,698

    
  

 

1,591



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

  前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  
１．連結の範囲に関

する事項 
連結子会社の数 ８社 
 連結子会社名 
神鉄バス株式会社 
大阪神鉄豊中タクシー株式会社 
株式会社神鉄エンタープライズ 
神鉄観光株式会社 
株式会社神鉄ビジネスサポート 
株式会社神鉄コミュニティサービス 
神鉄タクシー株式会社 
神鉄兵庫ゴルフ株式会社 

 

同    左 
 

同    左 

  
２．持分法の適用に

関する事項 
持分法適用の関連会社数 ３社 
 関連会社名 
北神急行電鉄株式会社 
株式会社有馬ビューホテル 
株式会社有馬温泉企業 
  

持分法適用の関連会社数 ２社

 関連会社名 
北神急行電鉄株式会社 
株式会社有馬温泉企業 
従来持分法適用の関連会社であ

った株式会社有馬ビューホテルに
ついては、株式の一部を譲渡した
ことから、当中間連結会計期間よ
り持分法適用の関連会社から除外
している。 

持分法適用の関連会社数 ３社

 関連会社名 
北神急行電鉄株式会社 
株式会社有馬ビューホテル 
株式会社有馬温泉企業 
  

  
３．連結子会社の中

間決算日（決算
日）等に関する
事項 

連結子会社のうち、株式会社神

鉄エンタープライズの中間決算日

は7月31日である。 
中間連結財務諸表の作成にあた

っては同日現在の中間財務諸表を
使用し、中間連結決算日との間に
生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っている。 

 

同    左 連結子会社のうち、株式会社神

鉄エンタープライズの決算日は1

月31日である。 
連結財務諸表の作成にあたって

は同日現在の財務諸表を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な
取引については、連結上必要な調
整を行っている。 

  
４．会計処理基準に

関する事項 
（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 
①有価証券 
その他有価証券 

（イ）時価のあるもの 
中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定してい

る。） 
（ロ）時価のないもの 

移動平均法に基づく 
原価法 

（１）重要な資産の評価基準及

び評価方法 
①有価証券 
その他有価証券 

（イ）時価のあるもの 
    同    左     
  
  
  
  
  

（ロ）時価のないもの 
同    左 

（１）重要な資産の評価基準及び

評価方法 
①有価証券 
その他有価証券 

（イ）時価のあるもの 
連結決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均 法 に よ り 算 定 し て い

る。） 
（ロ）時価のないもの 

同    左 
  

  ②デリバティブ 
時価法 

③たな卸資産 
ａ 商品 

主として売価還元法に基づ

く原価法 
ｂ 販売用土地建物 

個別法に基づく原価法 
ｃ 貯蔵品 

主として移動平均法に基づ

く原価法 
  

②デリバティブ

同    左 
③たな卸資産 

評価基準は原価法（貸借対
照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法により
算定）によっている。 
ａ 商品 

主として売価還元法 
ｂ 販売用土地建物 

個別法 
ｃ 貯蔵品 

主として移動平均法 

②デリバティブ 
同    左 

③たな卸資産 
ａ 商品 

主として売価還元法に基づ

く原価法 
ｂ 販売用土地建物 

個別法に基づく原価法 
ｃ 貯蔵品 

主として移動平均法に基づ

く原価法 
  



  
 

  前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

    
  

（会計処理の変更）

 「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平

成18年７月５日 企業会計基準第

９号）が平成20年３月31日以前に

開始する連結会計年度に係る連結

財務諸表から適用できることにな

ったことに伴い、当中間連結会計

期間から同会計基準を適用してい

る。 
 この変更に伴い、販売用土地建

物の期首在庫に含まれる変更差額

1,268百万円を特別損失に計上し

ている。 
 その結果、従来の方法によった

場合に比べて、営業利益及び経常

利益がそれぞれ61百万円増加し、

税金等調整前中間純利益が1,206

百万円減少している。 
 なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載してい

る。 

 

  

  （２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 
①有形固定資産 

定額法（ただし、鉄道事業

取替資産については取替法）

によっている。 
なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、3年間で均等償却する方

法を採用している。 

（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 
①有形固定資産 

同    左 
  
  
  
  

  
  

（２）重要な減価償却資産の減価

償却の方法 
①有形固定資産 

同    左 
  

  ②無形固定資産 
定額法によっている。 
なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法を採用している。 

②無形固定資産

同    左 
  
  

  
  

②無形固定資産 
同    左 
  
  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
 

  前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  ③工事負担金等の会計処理 
提出会社は、鉄道事業にお

ける施設の改築工事等を行う

に当たり、地方公共団体等よ

り工事費の一部として工事負

担金等を受けている。 

工事負担金等を受け入れて

取得した固定資産のうち、資

産価値や機能の向上が見込ま

れるもの（橋梁改築工事等）

については、工事完成時に当

該工事負担金等相当額を取得

した固定資産の取得原価から

直接減額せず、固定資産に計

上し、中間連結損益計算書に

おいては、工事負担金等受入

額を特別利益に計上してい

る。 
また、資産価値や機能の向

上が見込まれないもの（踏切

道拡幅工事等）については、

工事完成時に当該工事負担金

等相当額を取得した固定資産

の取得原価から直接減額し、

中間連結損益計算書において

は、工事負担金等受入額を特

別利益に計上するとともに、

固定資産の取得原価から直接

減額した額を工事負担金等圧

縮額として特別損失に計上し

ている。 
なお、提出会社は、鉄道軌

道近代化設備整備費補助金に

ついては、これを工事負担金

等受入額として特別利益に計

上するとともに、工事完成時

に固定資産の取得原価から直

接減額した額を工事負担金等

圧縮額として特別損失に計上

している。 

③工事負担金等の会計処理

同    左 
③工事負担金等の会計処理

提出会社は、鉄道事業におけ

る施設の改築工事等を行うに当

たり、地方公共団体等より工事

費の一部として工事負担金等を

受けている。 

工事負担金等を受け入れて取

得した固定資産のうち、資産価

値や機能の向上が見込まれるも

の（橋梁改築工事等）について

は、工事完成時に当該工事負担

金等相当額を取得した固定資産

の取得原価から直接減額せず、

固定資産に計上し、連結損益計

算書においては、工事負担金等

受入額を特別利益に計上してい

る。 
また、資産価値や機能の向上

が見込まれないもの（踏切道拡

幅工事等）については、工事完

成時に当該工事負担金等相当額

を取得した固定資産の取得原価

から直接減額し、連結損益計算

書においては、工事負担金等受

入額を特別利益に計上するとと

もに、固定資産の取得原価から

直接減額した額を工事負担金等

圧縮額として特別損失に計上し

ている。 
なお、提出会社は、鉄道軌道

近代化設備整備費補助金につい

ては、これを工事負担金等受入

額として特別利益に計上すると

ともに、工事完成時に固定資産

の取得原価から直接減額した額

を工事負担金等圧縮額として特

別損失に計上している。当連結

会計年度の工事負担金等受入額

及び工事負担金等圧縮額に含ま

れる当該補助金は、283百万円

である。 



 

 

  前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  (３)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損
失に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上してい
る。 

 

(３)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同    左 

 

(３)重要な引当金の計上基準 
①貸倒引当金 

同    左 

  ②賞与引当金 
連結子会社は、従業員に対し

て支給する賞与の支出に充てる
ため、支給見込額に基づき計上
している。 

②賞与引当金

同    左 
②賞与引当金 

同    左 

  ③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当中間連結会計

期間末において発生していると

認められる額を計上している。 
会計基準変更時差異（1,646

百万円）は、15年による按分額

を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（12年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処
理している。 

③退職給付引当金

同    左 
  

③退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上している。  
会計基準変更時差異（1,646

百万円）は、15年による按分額

を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従業
員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（12年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処
理している。 

    
  

④役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支出に備え

るため、内規に基づく当中間連

結会計期間末要支給額を計上し

ている。 
（会計処理の変更） 
  役員退職慰労金について、提

出会社及び連結子会社の一部

は、従来、支出時の費用として

処理していたが、当中間連結会

計期間から役員退職慰労金算定

基準内規に基づく当中間連結会

計期間末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に

変更している。 
この変更は、「租税特別措置

法上の準備金及び特別法上の引

当金又は準備金並びに役員退職

慰労引当金等に関する監査上の

取扱い」（日本公認会計士協会

監査・保証実務委員会報告第42

号 平成19年4月13日）が公表

されたことを契機に、近年の役

員退職慰労金の引当金計上が会

計慣行として定着してきたこと

を踏まえ、期間損益の適正化 

 

  



  

  
 

  前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

    及び財務内容の健全化を図るた
め、役員退職慰労金を役員の在
任期間にわたって合理的に費用
配分したことによるものであ
る。 

この変更に伴い、5百万円を
営業費に計上し、また、過年度
分相当額25百万円を特別損失に
計上している。 
この結果、従来の方法によっ

た場合と比べて、営業利益及び
経常利益がそれぞれ5百万円、
税金等調整前中間純利益が30百
万円減少している。 

なお、セグメント情報に与え
る影響は、当該箇所に記載してい
る。 

  

  ④鉄道安全対策修繕引当金 
提出会社は、国土交通省に

よる保安監査の結果及び勧告
に対する実施計画に基づき、
社内安全基準を見直したこと
による臨時的な車両及び線路
施設の補修に係る費用の支出
に備えるため、その見積額を
計上している。 

⑤鉄道安全対策修繕引当金

同    左 
  

④鉄道安全対策修繕引当金

提出会社は、国土交通省によ
る保安監査の結果及び勧告に対
する実施計画に基づき、社内安
全基準を見直したことによる臨
時的な車両及び線路施設の補修
に係る費用の支出に備えるた
め、その見積額を計上してい
る。 

なお、当該補修工事は平成19
年度に完工する予定である。 



  

 

  前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  （４）重要なリース取引の処理 
方法 
リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理により計上している。 
連結子会社も同一の基準であ

る。 

（４）重要なリース取引の処理

方法 
同    左 
  
  
  
  

  
  

（４）重要なリース取引の処理

方法 
同    左 
  
  
  
  
  

  

  （５）重要なヘッジ会計の方法 
①ヘッジ会計の方法 
繰延ヘッジ処理によっている。 
なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップにつ
いては特例処理によってい
る。 

（５）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 
同    左 
  
  
  

（５）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法 
同    左 
  
  
  

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段：金利スワップ 
ヘッジ対象：借入金の利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
同    左 
  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 
同    左 
  

  ③ヘッジ方針 
提出会社は、借入金の金利

変動リスクを回避するために
金利スワップ取引を行ってい
る。また、社内規程に基づく
限度額の範囲内で利用するこ
とを基本方針とする。 

③ヘッジ方針

同    左 
  
  
  

  

③ヘッジ方針 
同    左 
  
  
  

  
  ④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象のキャッシュ・
フロー変動の累計とヘッジ手
段のキャッシュ・フロー変動
の累計を半期ごとに比較し、
両者の変動額等を基礎にし
て、ヘッジ有効性を評価して
いる。ただし、特例処理によ
っている金利スワップについ
ては、ヘッジ手段とヘッジ対
象に関する重要な条件が同一
であるため有効性の評価を省略
している。 

④ヘッジ有効性評価の方法

同    左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

④ヘッジ有効性評価の方法

同    左 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  （６）その他中間連結財務諸表
作成のための基本となる重要な事
項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税

抜方式によっている。 
なお、仮払消費税等と仮受

消費税等は相殺し、その差額
は流動負債「その他」に含め
て表示している。 
連結子会社も同一の基準であ

る。 

（６）その他中間連結財務諸表作
成のための基本となる重要な事項 

①消費税等の会計処理 
  同    左 

（６）その他連結財務諸表作成の
ための重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。 
ただし、資産に係る控除対象

外消費税は発生連結会計年度の
期間費用としている。 
連結子会社も同一の基準であ

る。 
  

    

   
  

②連結納税制度の適用
当中間連結会計期間から連結

納税制度を適用している。 

  
  

  
５．中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書
（連結キャッシ
ュ・フロー計算
書）における資金
の範囲 

  
中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金（現金
及び現金同等物）は、手許現
金、随時引き出し可能な預金
及び容易に換金可能であり、
かつ、価値の変動について僅
少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限
の到来する短期投資からな
る。 

 

同    左 
 

連結キャッシュ・フロー計算
書における資金（現金及び現金
同等物）は、手許現金、随時引
き出し可能な預金及び容易に換
金可能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクしか負
わない取得日から３ヶ月以内に
償還期限の到来する短期投資か
らなる。 



  

  
次へ 

会計処理の変更 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 

至 平成19年 3月31日） 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等） 
当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年12月9日 
企業会計基準第5号）及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等の適用
指針」（企業会計基準委員会 平成17年12
月9日 企業会計基準適用指針第8号）を適
用している。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当
する金額は11,349百万円である。 

中間連結財務諸表規則の改正により、当
中間連結会計期間における中間連結財務諸
表は、改正後の中間連結財務諸表規則によ
り作成している。 

  
  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する
会計基準等） 
当連結会計年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業
会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会
計基準第5号）及び「貸借対照表の純資産の
部の表示に関する会計基準等の適用指針」
（企業会計基準委員会 平成17年12月9日
企業会計基準適用指針第8号）を適用してい
る。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は
11,414百万円である。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、
当連結会計年度における連結貸借対照表の
純資産の部については、改正後の連結財務
諸表規則により作成している。 

  
表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 9月30日） 
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」とし
て掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん
償却額」と表示している。 

  

  

（中間連結貸借対照表関係）
 前中間連結会計期間において、固定負債の「その他」に含めて
表示していた「役員退職慰労引当金」は、明瞭性の観点から区分
掲記している。 
 なお、前中間連結会計期間末における「役員退職慰労引当金」
の金額は10百万円である。 
  
（中間連結損益計算書関係） 
 前中間連結会計期間において、「固定資産売却損」は、金額的
に僅少なため特別損失の「その他」に含めて表示していたが、当
中間連結会計期間において金額が増加したため、明瞭表示の観点
から区分掲記している。 
 なお、前中間連結会計期間の「固定資産売却損」は４百万円で
ある。 
  
  

 



  
注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

 

前中間連結会計期間末 
（平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間末

（平成19年 9月30日） 
前連結会計年度末 

（平成19年 3月31日） 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,436百万円 
  
※２ 担保資産及び担保付債務 
 担保に供している資産は、次のとおり

である。 
固定資産（鉄道財団） 76,366百万円 
固定資産          199 
投資有価証券        405 
    計       76,971 
担保債務は、次のとおりである。 
長期借入金(財団抵当) 20,568百万円 
短期借入金      2,100 
    計      22,668 

なお、上記の長期借入金には、１年以

内返済予定額を含んでいる。 
  
※３ 工事負担金等による鉄道事業固定資

産の圧縮累計額 
52,376百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,653百万円 
  
※２ 担保資産及び担保付債務 
 担保に供している資産は、次のとおり

である。 
固定資産（鉄道財団） 72,905百万円 
固定資産           194 
投資有価証券        311 
    計        73,411 
  担保付債務は、次のとおりである。 
長期借入金（財団抵当）19,418百万円 
短期借入金       2,700 
    計      22,118 

なお、上記の長期借入金には、１年以

内返済予定額を含んでいる。 
  

※３ 工事負担金等による鉄道事業固定資

産の圧縮累計額 
52,588百万円  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

57,753百万円 
  
※２ 担保資産及び担保付債務 
 担保に供している資産は、次のとおり

である。 
固定資産（鉄道財団） 77,057百万円 
固定資産          199 
投資有価証券        352 
    計       77,609 
 担保付債務は、次のとおりである。 
長期借入金(財団抵当) 20,557百万円 
短期借入金       2,000 
    計      22,557 

なお、上記の長期借入金には、１年以

内返済予定額を含んでいる。 
  
※３ 工事負担金等による鉄道事業固定資

産の圧縮累計額 
52,593百万円  

４ 偶発債務 
下記会社の借入金に対し保証を行っ

ている。 
北神急行電鉄(株)  11,122百万円 

上記保証の額は、連帯保証契約に基

づく当社負担額を記載しており、連帯

保証の総額は、22,245百万円である。 
  

４  
 

４ 偶発債務

下記会社の借入金に対し保証を行っ

ている。 
北神急行電鉄(株)  10,772百万円 

上記保証の額は、連帯保証契約に基

づく当社負担額を記載しており、連帯

保証の総額は、21,545百万円である。 
  

５ 提出会社は、資金調達の機動性確

保・安定化を図る目的で、取引銀行1行

とコミットメントライン契約を平成18

年9月29日付けで締結している。この契

約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりである。 
 契約の総額     3,000百万円 
 借入実行残高      ― 
 借入未実行残高   3,000 

  

５ 提出会社は、資金調達の機動性確

保・安定化を図る目的で、取引銀行1行

とコミットメントライン契約を平成19

年4月2日付けで締結している。この契

約に基づく当中間連結会計期間末の借

入未実行残高は次のとおりである。 
 契約の総額     3,000百万円 
 借入実行残高      ― 
 借入未実行残高   3,000 

  

５ 提出会社は、資金調達の機動性確

保・安定化を図る目的で、取引銀行1行

とコミットメントライン契約を平成18

年9月29日付けで締結している。この契

約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりである。 
 契約の総額     3,000百万円 
 借入実行残高      ― 
 借入未実行残高   3,000 
  



  

 

前中間連結会計期間末 
（平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間末

（平成19年 9月30日） 
前連結会計年度末 

（平成19年 3月31日） 
※６ 財務制限条項 

提出会社の平成18年9月29日締結の
コミットメントライン契約及び平成
18年5月26日締結のシンジケートロー
ン契約（残高83億円）には、それぞ
れ下記の財務制限条項が付されてい
る。 

 （１）コミットメントライン契約に付
されている条項 

  ① 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される資本の部の合計金額が、
平成17年3月決算期末日におけるそ
れぞれの貸借対照表に記載される
資本の部の合計金額の75％又は直
前営業年度末におけるそれぞれの
貸借対照表に記載される資本の部
の合計金額の75％のいずれか高い
方の金額をいずれも下回らないこ
と。 

  ② 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体損益計算書に記
載される経常損益をいずれも損失
としないこと。 

  ③ 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される有利子負債（受取手形割
引高、短期借入金、1年以内返済予
定長期借入金、長期借入金、社債
等をいう。）の合計金額が、それ
ぞれの損益計算書に記載される営
業損益と受取利息配当金及び固定
資産減価償却費の合計金額の20倍
をいずれも上回らないこと。 

 （２）シンジケートローン契約に付さ
れている条項 

    各決算期末（中間を含む。）に
おいて、報告書等に記載される貸
借対照表における資本の部の合計
金額を平成17年3月決算期末の貸借
対照表に記載される資本の部の合
計金額の75％又は直近決算期末
（中間を含む。）における貸借対
照表に記載される資本の部の合計
金額の75％以上のいずれか高い方
の金額以上に、連結貸借対照表に
おける資本の部の合計金額を平成
17年3月決算期末の連結貸借対照表
に記載される資本の部の合計金額
の75％又は直近決算期末（中間を
含む。）における連結貸借対照表
に記載される資本の部の合計金額
の75％以上のいずれか高い方の金
額以上に、それぞれ維持すること
を確約する。 

※６ 財務制限条項
提出会社の平成19年4月2日締結の

コミットメントライン契約及び平成
18年5月26日締結のシンジケートロー
ン契約（残高83億円）には、それぞ
れ下記の財務制限条項が付されてい
る。 

 （１）コミットメントライン契約に付
されている条項 

  ① 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される資本の部の合計金額が、
平成18年3月決算期末日におけるそ
れぞれの貸借対照表に記載される
資本の部の合計金額の75％又は直
前営業年度末におけるそれぞれの
貸借対照表に記載される資本の部
の合計金額の75％のいずれか高い
方の金額をいずれも下回らないこ
と。 

  ② 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体損益計算書に記
載される経常損益をいずれも損失
としないこと。 

 ③ 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記載
される有利子負債（受取手形割引
高、短期借入金、1年以内返済予定
長期借入金、長期借入金、社債等を
いう。）の合計金額が、それぞれの
損益計算書に記載される営業損益と
受取利息配当金及び固定資産減価償
却費の合計金額の20倍をいずれも上
回らないこと。 

（２）シンジケートローン契約に付さ
れている条項 

    同    左 

※６ 財務制限条項 
提出会社の平成18年9月29日締結の

コミットメントライン契約及び平成
18年5月26日締結のシンジケートロー
ン契約（残高83億円）には、それぞ
れ下記の財務制限条項が付されてい
る。 

 （１）コミットメントライン契約に付
されている条項 

  ① 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される資本の部の合計金額が、
平成17年3月決算期末日におけるそ
れぞれの貸借対照表に記載される
資本の部の合計金額の75％又は直
前営業年度末におけるそれぞれの
貸借対照表に記載される資本の部
の合計金額の75％のいずれか高い
方の金額をいずれも下回らないこ
と。 

  ② 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体損益計算書に記
載される経常損益をいずれも損失
としないこと。 

  ③ 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される有利子負債（受取手形割
引高、短期借入金、1年以内返済予
定長期借入金、長期借入金、社債
等をいう。）の合計金額が、それ
ぞれの損益計算書に記載される営
業損益と受取利息配当金及び固定
資産減価償却費の合計金額の20倍
をいずれも上回らないこと。 

 （２）シンジケートローン契約に付さ
れている条項 

    同    左 



  
（中間連結損益計算書関係） 

  
  
  
  
  
  
  
  
 （中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日） 
１．発行済株式に関する事項 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
    至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 
※１ 販売費及び一般管理費の主要な費

用及び金額は次のとおりである。 
  

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費

用及び金額は次のとおりである。 
  

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費

用及び金額は次のとおりである。 
  

人 件 費          800百万円 
経   費           484 
諸   税           101 
減価償却費           216 
  計             1,603 

  

人 件 費          764百万円

経   費           482 
諸   税            97 
減価償却費           211 
  計             1,556 

  

人 件 費         1,576百万円

経   費           991 
諸   税           200 
減価償却費           435 
  計             3,204 

  

※２ 営業費のうち引当金繰入額 
  

賞与引当金繰入額   38百万円 
退職給付費用      223 

※２ 営業費のうち引当金繰入額

  
賞与引当金繰入額   40百万円 
退職給付費用      228 
役員退職慰労 

引当金繰入額      5 
       

※２ 営業費のうち引当金繰入額 
  

賞与引当金繰入額   37百万円 
退職給付費用      445 

  

  ※３ 固定資産売却益は、土地等の譲渡

によるものである。 
 

※４ 持分法による投資利益は、持分法

適用会社である北神急行電鉄株式

会社に対する経営支援を一時中断

し、同社の借入金に対する債務保

証を解除したこと並びに同社に対

する貸付金を回収したことによる

ものである。 
※５ 固定資産売却損は、土地等の譲渡

によるものである。 

※６ 販売用土地建物評価損は、「棚卸

資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成18年

７月５ 日 企業会計基準第９

号）が平成20年３月31日以前に開

始する連結会計年度に係る連結財

務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当中間連結会計期

間から同会計基準を適用したこと

による期首在庫に含まれる変更差

額1,268百万円並びに、従来開発計

画を予定していた一部販売用土地

について、当中間連結会計期間に

おいて開発計画断念を取締役会で

意思決定したことに伴い、評価方

法の時価を見直した結果、時価の

著しい下落に伴う評価損2,831百万

円である。 

 株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

普通株式 79,036,376   ― ― 79,036,376 



２．自己株式に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加21,799株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 
  

３．新株予約権等に関する事項 
   該当事項なし。 
  

４．配当に関する事項 
   該当事項なし。 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）1 発行済株式の増加株式数67,738株は、転換社債の転換による新株の発行による増加である。 
   2 自己株式の増加株式数31,599株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 
      3 自己株式の減少株式数127,909株は、転換社債の転換による自己株式の交付による減少である。 
  

２．新株予約権等に関する事項 
   該当事項なし。 
  
 ３．配当に関する事項 
   該当事項なし。 
  

前連結会計期間（自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日） 
１．発行済株式に関する事項 

  
 ２．自己株式に関する事項 

（注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加46,981株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 
   2 普通株式の自己株式の株式数の減少27,209株は、転換社債の転換による自己株式の交付による減少である。 
  

３.新株予約権等に関する事項 
   該当事項なし。 
  
 ４.配当に関する事項 
     該当事項なし。 
 

 株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

普通株式 78,481   21,799 ― 100,280 

 株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（株） 

当中間連結会計期間
減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 79,036,376   67,738 ― 79,104,114 

     合計 79,036,376   67,738 ― 79,104,114 

自己株式         

普通株式 98,253  31,599 127,909 1,943 

   合計 98,253  31,599 127,909 1,943 

 株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式 79,036,376   ― ― 79,036,376 

 株式の種類 前連結会計年度末 
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

普通株式 78,481   46,981 27,209 98,253 



（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

 前へ    次へ  

前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
    至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 
※  現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 
 （平成18年9月30日現在） 

  現金及び預金勘定   1,667百万円 
  現金及び現金同等物 1,667 
  

※  現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 
 （平成19年9月30日現在） 

  現金及び預金勘定   1,698百万円 
  現金及び現金同等物 1,698 
  

※  現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 
 （平成19年3月31日現在） 

  現金及び預金勘定   1,591百万円 
  現金及び現金同等物 1,591 
  



（リース取引関係） 

  

前へ    次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
    至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 
リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 
取得価額 減価償却 中間期末  

累 計 額 残  高  
相 当 額 相 当 額  相 当 額  

百万円    百万円    百万円  
機械装置 
及び運搬具 307      137      170 
その他    275      183       91 
合 計    583      321      261 
  
（注）取得価額相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産の中間期

末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。 
  

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 
取得価額 減価償却 中間期末  

累 計 額 残  高  
相 当 額 相 当 額  相 当 額  

百万円    百万円    百万円  
機械装置 
及び運搬具 388      185      203 
その他     224      144       79 
合 計     612      330      282 
  
（注）  同   左 
  

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 
  

取得価額 減価償却 期末残高  
累 計 額 

相 当 額 相 当 額  相 当 額  
百万円    百万円    百万円  

機械装置 
及び運搬具 345      168      176 
その他     282      205       76 
合 計     627      374      253 
  
（注）取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定している。 
  

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内     92百万円 
１年超        169 
合  計        261 
  

（注）未経過リース料中間期末残高相当額は、

未経過リース料中間期末残高が有形固

定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

２ 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内     89百万円 
１年超        192 
合  計        282 
  

（注）  同   左 
  

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内     84百万円 
１年超        168 
合  計        253 
  

（注）未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定してい

る。 
３ 支払リース料及び減価償却費相当額

(１)支払リース料   50百万円 
(２)減価償却費相当額 50百万円 
  

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

(１)支払リース料   52百万円 
(２)減価償却費相当額 52百万円 
  

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

(１)支払リース料   104百万円 
(２)減価償却費相当額 104百万円 
  

４ 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

     同   左 
４ 減価償却費相当額の算定方法

同   左 



  

  

 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成18年9月30日） 
有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

    (単位 百万円)   

  
種  類 取得原価

中間連結貸借

対照表計上額 
差  額 

  

（1）株式 
（2）債券 
  ①国債・地方債等 
  ②社債 
  ③その他 
（3）その他 

684

― 
― 
― 
― 
― 

1,667

― 
― 
― 
― 
― 

983 
― 
― 
― 
― 
― 

  

計 684 1,667 983   

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
   その他有価証券 
  （１）  非上場株式    214百万円 
    （２）  匿名組合出資金   1百万円 

当中間連結会計期間末（平成19年9月30日） 
有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
    (単位 百万円)   

  
種  類 取得原価

中間連結貸借

対照表計上額 
差  額 

  

（1）株式 
（2）債券 
  ①国債・地方債等 
  ②社債 
  ③その他 
（3）その他 

  678

― 
― 
― 
― 

  ― 

1,275

― 
― 
― 
― 

 ― 

  596 
― 
― 
― 
― 
― 

  

計   678 1,275   596   

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 
    その他有価証券 

 非上場株式    214百万円 
       



  

      前へ    次へ 

前連結会計年度末（平成19年3月31日） 
有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 
  (単位 百万円)   

  
種  類 取得原価

連結貸借

対照表計上額 
差  額 

  

（1）株式 
（2）債券 
  ①国債・地方債等 
  ②社債 
  ③その他 
（3）その他 

678

― 
― 
― 
― 
― 

1,526

― 
― 
― 
― 
― 

847 
― 
― 
― 
― 
― 

  

計 678 1,526 847   

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 
   その他有価証券 

 非上場株式    214百万円 
  



  

  
  

  
  前へ    次へ 

（デリバティブ取引関係） 
  
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれについても、デリバ

ティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、記載していない。 

（ストック・オプション等関係） 
  
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度のいずれについても、ストッ

ク・オプション等関係については、該当事項なし。 



  

  

  
【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本国以外の国又は地域に所在する連結子 
会社はないため記載していない。 

  

（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
前中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 

（単位 百万円） 

  
運輸業 流通業 不動産業

その他の

事  業 
計

消去又は 
全  社 

連結   

営業収益 
（1）外部顧客に対する営業収益 
（2）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 

  
6,785 

 11 

 

4,567 
3 

 

  1,308 
 39 

 

1,181 
 304 

 

13,842 
 360 

  
 ― 

(   360) 

 

13,842 
   ―   

計 
営業費 

6,797 
6,019 

4,570

4,489 
   1,348

  1,153 
1,486

1,416 
14,202

13,078 
(   360) 
(   354) 

13,842

12,724   

営業利益 777  81 194 70 1,124 (     5) 1,118   

当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
（単位 百万円） 

  
運輸業 流通業 不動産業

その他の

事  業 
計

消去又は 
全  社 

連結   

営業収益 
（1）外部顧客に対する営業収益 
（2）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 

  
6,709 
 11 

 

4,417 
   10 

 

1,206 
 39 

 

  1,246 
 352 

  
13,578 

 413 

  
   ― 
(   413) 

 

13,578 
   ―   

計 
営業費 

6,721 
6,112 

4,427

4,286 
   1,245

993 
1,598

1,501 
13,992 
12,893 

(   413) 
(   396) 

13,578

12,497   

営業利益 608 141 251  97 1,098 (    17) 1,081   

前連結会計年度（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日）
（単位 百万円） 

  
運輸業 流通業 不動産業

その他の

事  業 
計

消去又は 
全  社 

連結   

営業収益 
（1）外部顧客に対する営業収益 
（2）セグメント間の内部営業収益 

又は振替高 

  
13,365 

 25 

 

9,012 
 6 

 

  2,434 
 79 

 

2,570 
 625 

  
27,383 

 737 

  
   ― 
(   737) 

 

27,383 
   ―   

計 
営業費 

13,391 
12,192 

9,019

8,758 
   2,513

  2,147 
3,196

2,976 
28,120 
26,075 

(   737) 
(   704) 

27,383

25,370   

営業利益 1,198  260 365   219 2,045 (    32) 2,012   

（注）１．事業区分の方法 
日本標準産業分類をベースに、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう事業を区分している。 

   ２．各事業区分の主要な事業の内容 
①運輸業    鉄道事業、バス事業、タクシー業 
②流通業    物品販売業 
③不動産業   不動産販売業、不動産賃貸業 
④その他の事業 建設業、施設管理・警備業、ゴルフ場業、介護サービス事業 

健康・保育サービス事業、旅行業、飲食業 
   ３．営業費のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費の金額はない。 
   ４．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（１）③に記載のとおり、当中間連結会計期間

より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を適用している。この変更に伴い、従来の方法に比べ、当中間連結会計期間における営業費は、不動産業が61

百万円減少し、営業利益が同額増加している。 
５．「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（３）④に記載のとおり、役員退職慰労金は従

来支出時の費用として処理していたが、当中間連結会計期間より内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。この変更による各セグメントに与える影響は軽微であ

る。 



【海外売上高】 
前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高はないため記載していない。 

  
前へ   次へ 



  
（１株当たり情報） 

  
  
（注）1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  
  
（重要な後発事象） 
  該当事項なし。 
  
  
前へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
    至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 
  
1株当たり純資産額    141円19銭 
1株当たり中間純利益    1円20銭 
  
  

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純

利益については、潜在株式が存在しない

ため記載していない。 

  
1株当たり純資産額    147円01銭 
1株当たり中間純利益    17円21銭 
潜在株式調整後 
1株当たり中間純利益   17円00銭 
  
  

  

 

1株当たり純資産額    142円46銭 
1株当たり当期純利益    3円08銭 
潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益   3円07銭 

  

  前中間連結会計期間

（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間連結会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年 4月 1日 

至 平成19年 3月31日） 
１株当たり中間（当期）純利益             

中間(当期)純利益(百万円) 94    1,359   242    

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―    ―   ―    

普通株式に係る中間(当期)純利益(百万

円) 
94    1,359   242    

普通株式の期中平均株式数(千株) 78,949    79,015   78,938    

       

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益 
     

 中間(当期)純利益調整額（百万円） ―    ―   ―    

普通株式増加数（千株） ―                    969 179    



  
（2）【その他】 
   該当事項なし。 



  
 

２【中間財務諸表等】 

 (1)【中間財務諸表】 

  ①【中間貸借対照表】 
    

前中間会計期間末
  

（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末
  

（平成19年9月30日） 

前事業年度の
要約貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注 記 
番 号 

金  額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金  額
（百万円） 

構成比
（％） 

金  額
（百万円） 

構成比 
（％） 

（資産の部） 
Ⅰ流動資産 
 1現金及び預金 
 2未収運賃 
 3未収金 
 4販売用土地建物 
 5貯蔵品 
 6その他 
 7貸倒引当金 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

1,189 
461 
77 

12,561 
430 
736 

△     8 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
1,286 
513 
123 

7,305 
545 
368 

△     8 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
1,143 

451 
675 

12,486 
483 
590 

△     8 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 流動資産合計 
Ⅱ固定資産 
 1鉄道事業固定資産 
 2兼業固定資産 
 3建設仮勘定 
 4投資その他の資産 

(1)   長期貸付金 
(2)   その他 
(3)   投資評価引当金 
(4)   貸倒引当金 

  
  
※1,2,3 
※1 
  
  
  
※2 
  
  

15,448 
  

77,624 
15,161 
3,765 
3,517 
5,047 
3,563 

△    40 
△ 5,053 

13.4

  
  
  
  
  
  
  
  
  

10,134

  
74,116 
13,149 
3,044 
3,256 

― 
3,302 

△    40 
△     6 

9.8

  
  
  
  
  
  
  
  
  

15,821

  
78,289 
15,057 
3,443 
3,749 
5,047 
3,795 

△    40 
△ 5,053 

13.6 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 固定資産合計   100,068 86.6 93,565 90.2 100,540 86.4 
 資産合計   115,517 100.0 103,700 100.0 116,361 100.0 



  

  

    
前中間会計期間末

  
（平成18年9月30日） 

当中間会計期間末
  

（平成19年9月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年3月31日） 

区分 
注 記
番 号 

金  額 
（百万円） 

構成比
（％） 

金  額
（百万円） 

構成比
（％） 

金  額
（百万円） 

構成比 
（％） 

（負債の部） 
Ⅰ流動負債 
 1短期借入金 
 2１年以内償還社債 
 3未払金 
 4未払法人税等 
 5預り連絡運賃 
 6前受金 
 7鉄道安全対策修繕引当金 
 8その他 

  
  
※2 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

37,246 
― 

1,871 
32 
213 
265 
225 

1,414 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
31,055 
1,500 
1,456 

31 
209 
221 
75 

1,520 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
36,392 

― 
3,461 

32 
197 
223 
110 

1,233 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 流動負債合計 
Ⅱ固定負債 
 1社債 
 2長期借入金 
 3退職給付引当金 
 4役員退職慰労引当金 
 5投資損失引当金 
 6長期未払金 
 7その他 

  
  
  
※2,6 
  
  
  
  
  

41,268 
  

1,500 
46,736 
2,294 

― 
1,223 
4,806 
4,740 

35.7

  
  
  
  
  
  
  
  

36,070

  
400 

43,979 
2,131 

27 
150 

1,705 
6,198 

34.8

  
  
  
  
  
  
  
  

41,650

  
1,987 

47,176 
2,210 

― 
1,373 
4,336 
4,687 

35.8 
  
  
  
  
  
  
  
  

 固定負債合計   61,300 53.1 54,592 52.6 61,771 53.1 
 負債合計   102,569 88.8 90,662 87.4 103,421 88.9 
  
（純資産の部） 
Ⅰ株主資本 
 1資本金 
 2資本剰余金 
  資本準備金 
 3利益剰余金 
  その他利益剰余金 
   繰越利益剰余金 
 4自己株式 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

11,513 
383 
383 
56 
56 
56 

△    46 

 

  
  

10.0 
0.3 

  
0.0 

  
  

△0.0 

 

  
  

11,527 
397 
397 
360 
360 
360 

△     0 

 

  
  

11.1 
0.4 
  

0.4 
  
  

△0.0 

 

  
  

11,513 
383 
383 
98 
98 
98 

△    45 

  
  
  

9.9 
0.3 

  
0.1 

  
  

△0.0 
 株主資本合計 
Ⅱ評価・換算差額等 
 1その他有価証券評価差額金 
 2繰延ヘッジ損益 
 3土地再評価差額金 

  
  
  
  
  

11,905 
  

540 
△   204 

706 

10.3

  
0.5 

△0.2 
0.6 

12,285

  
471 

△   255 
536 

11.9

  
0.4 

△0.2 
0.5 

11,948

  
454 

△   169 
705 

10.3 
  

0.4 
△0.2 

0.6 
 評価・換算差額等合計   1,042 0.9 752 0.7 991 0.8 
 純資産合計   12,948 11.2 13,038 12.6 12,939 11.1 
 負債純資産合計   115,517 100.0 103,700 100.0 116,361 100.0 



②【中間損益計算書】 

  （注）百分比は全事業営業収益（前中間会計期間 11,581百万円、当中間会計期間 11,240百万円、前事業年度22,785百万円） 
をそれぞれ100とする比率である。 

    
前中間会計期間

  
(自 平成18年4月 1日 

  至 平成18年9月30日) 

当中間会計期間
  

(自 平成19年4月 1日 
  至 平成19年9月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年4月 1日 
  至 平成19年3月31日) 

区分 
注記
番号

金  額 
（百万円） 

百分比
（％） 

金  額
（百万円） 

百分比
（％） 

金  額
（百万円） 

百分比 
（％） 

Ⅰ 鉄道事業営業利益 
営業収益 
営業費 

  
  
  
  
  
  
   

  
5,300 
4,585 

 

45.8 
39.6 

 

5,249 
4,709 

 

46.7 
41.9 

 

10,447 
9,361 

  
45.9 
41.1 

営業利益 
Ⅱ 兼業営業利益 

営業収益 
営業費 

  715 
  

6,280 
5,920 

 6.2

  
54.2 
51.1 

  540

  
5,990 
5,606 

 4.8

  
53.3 
49.9 

1,086 
  

12,337 
11,666 

4.8 
  

54.1 
51.2 

営業利益   359 3.1 383 3.4 671 2.9 
    全事業営業利益 
Ⅲ 営業外収益 
Ⅳ 営業外費用 

  
※2 
※3 

1,075 
84 

891 

9.3

0.7 
 7.7 

924

121 
943 

8.2

1.1 
 8.4 

1,758 
177 

1,811 

7.7 
0.8 
8.0 

経常利益 
Ⅴ 特別利益 
Ⅵ 特別損失 

  
※4 
※5 

269 
― 

  84 

2.3

― 
 0.7 

102

7,409 
  5,311 

0.9

65.9 
 47.3 

123 
448 
529 

0.5 
2.0 
2.3 

税引前中間（当期）純利益   184 1.6 2,200 19.5   42 0.2 
法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額 
  

5 
   123 

0.0

1.1 
△   10

1,171 
△0.1

10.4 
9 

△    64 
0.0 

△0.2 
中間（当期）純利益   56 0.5 1,039 9.2   98 0.4 



 ③【中間株主資本等変動計算書】 
  前中間会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日） 
  

  

  
 （注）平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目である。 
 

  株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 利益準備金

その他利益 
剰余金 

 
利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

  
平成18年3月31日残高 

（百
万円） 

11,513 2,346 2,346 11  △  1,975  △  1,963

  
中間会計期間中の変動額            

  
欠損填補（注）    

△ 1,963 
 

△ 1,963 
 

△ 11 
  

1,975 
 

1,963 
  

中間純利益      
 
  

  
56 

 
56 

  
自己株式の取得        

  
  

 
  

  
株主資本以外の項目

の中間 
会計期間中の変動額

（純額） 

           

  
中間会計期間中の変動額
合計 

（百
万円） 

   ― △ 1,963 △ 1,963 △ 11 2,031 2,019

  
平成18年9月30日残高 

（百
万円） 

11,513 383 383 ― 56 56

  株主資本 評価・換算差額等  
純資産 
合計 
  自己株式 株主資本

合計 

その他
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年3月31日残高 
（百万円） △ 35 11,860 717 ― 706 1,423 13,284

  
中間会計期間中の変動額              

  
 欠損填補（注）   ―         ―

  
中間純利益   56         56

  
 自己株式の取得 △ 10 △ 10         △ 10

株主資本以外の項目の 
中間会計期間中の 
変動額（純額） 

    △ 177 △ 204 ― △ 381 △ 381

中間会計期間中の変動額合計 
（百万円） △ 10 45 △ 177 △ 204 ― △ 381 △ 335

平成18年9月30日残高 
（百万円） △ 46 11,905 540 △ 204 706 1,042 12,948



  
  当中間会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 
  

  

  
  

 前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日） 
  

  株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計 

資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

  
平成19年3月31日残高 

（百万
円） 

  
11,513 

 
383 

 
98 

  
△  45 

 
11,948 

中間会計期間中の変動額          

新株の発行 14 14     29

 中間純利益     1,039   1,039

 自己株式の取得       △   15 △  15

自己株式の処分     △   1 60 58

土地再評価差額金の取崩     △  775   △ 775

株主資本以外の項目の中
間 

会計期間中の変動額（純
額） 

         

  
中間会計期間中の変動額合
計 

（百万
円） 

14 14 262 45 336

  
平成19年9月30日残高 

（百万
円） 

11,527 397 360 △    0 12,285

  評価・換算差額等   
純資産 
合計 
  

その他 
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

  
平成19年3月31日残高 

（百万
円） 

454 △  169 705 991 12,939

中間会計期間中の変動額          

新株の発行         29

 中間純利益         1,039

 自己株式の取得         △ 15

自己株式の処分         58

土地再評価差額金の取崩         △  775

株主資本以外の項目の中
間 

会計期間中の変動額（純
額） 

17 △  85 △  169 △ 238 △ 238

  
中間会計期間中の変動額合
計 

（百万
円） 

17 △  85 △  169 △ 238 98

  
平成19年9月30日残高 

（百万
円） 

471 △ 255 536 752 13,038

  株主資本



  

  
（注）平成18年6月の定時株主総会における損失処理項目である。 

  
 次へ 

資本金

資本剰余金 利益剰余金 

資本準備金
資本剰余金

合計 利益準備金

その他利益 
剰余金 

 
利益剰余金 

合計 繰越利益 
剰余金 

  
平成18年3月31日残高 

（百
万円） 

11,513 2,346 2,346 11  △ 1,975  △ 1,963

事業年度中の変動額            

欠損填補（注）   △ 1,963 △ 1,963 △ 11 1,975 1,963

当期純利益         98 98

自己株式の取得            

 自己株式の処分         △      0 △    0

 土地再評価差額金の取
崩         0 0

  
株主資本以外の項目

の 
事業年度中の変動額

（純額） 

           

  
事業年度中の変動額合計 

（百
万円） 

   ― △ 1,963 △ 1,963 △ 11 2,074 2,062

  
平成19年3月31日残高 

（百
万円） 

11,513 383 383 ― 98 98

  株主資本 評価・換算差額等  
純資産 
合計 
  自己株式 株主資本

合計 

その他
有価証券 
評価差額金 

繰延ヘッジ
損益 

土地再評価 
差額金 

評価・換算
差額等合計 

平成18年3月31日残高 
（百万円） △ 35 11,860 717 ― 706 1,423 13,284

  
事業年度中の変動額              

  
 欠損填補（注）   ―         ―

  
当期純利益   98         98

  
 自己株式の取得 △ 22 △ 22         △ 22

  
 自己株式の処分 12 12         12

  
 土地再評価差額金の取崩   0         0

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動（純額）     △ 263 △ 169 △ 0 △ 432 △ 432

事業年度中の変動額合計 
（百万円） △ 10 88 △ 263 △ 169 △ 0 △ 432 △ 344

平成19年3月31日残高 
（百万円） △ 45 11,948 454 △ 169 705 991 12,939



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

  前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  
１．資産の評価基準及

び評価方法 
（１）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 
 移動平均法に基づく原価法 
②その他有価証券 
（イ）時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法により算定

している。） 
（ロ）時価のないもの 

移動平均法に基づく原

価法 

（１）有価証券

①子会社株式及び関連会社株式 
   同    左 
②その他有価証券 
（イ）時価のあるもの 
   同    左 
  
  
  
  
  
  
（ロ）時価のないもの 

同    左 

（１）有価証券 
①子会社株式及び関連会社株式 
   同    左 
②その他有価証券 
（イ）時価のあるもの 

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定して

いる。） 
  

（ロ）時価のないもの 
同    左 

  （２）デリバティブ 
時価法 

（３）貯蔵品 
   移動平均法に基づく原価法 
（４）販売用土地建物 

個別法に基づく原価法 
  
  
  
  
  

（２）デリバティブ

同    左 
（３）貯蔵品及び販売用土地建物 
   評価基準は原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法

により算定）によってい

る。 
①貯蔵品 

   移動平均法 
②販売用土地建物 

個別法 

（２）デリバティブ 
同    左 

（３）貯蔵品 
   移動平均法に基づく原価法 
（４）販売用土地建物 
   個別法に基づく原価法 
  
  
  
  
  

    
  

（会計処理の変更）

 「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平

成18年７月５日 企業会計基準第

９号）が平成20年３月31日以前に

開始する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったこと

に伴い、当中間会計期間から同会

計基準を適用している。 
 この変更に伴い、販売用土地建

物の期首在庫に含まれる変更差額

1,315百万円を特別損失に計上し

ている。 
その結果、従来の方法によった

場合に比べて、営業利益及び経常

利益がそれぞれ61百万円増加し、

税引前中間純利益が1,254百万円

減少している。 

  
  

  
２．固定資産の減価

償却の方法 
（１）有形固定資産 
  ①鉄道事業取替資産 

取替法（定額法） 
  ②その他の有形固定資産 
    定額法 

なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の資産について

は、3年間で均等償却する方

法を採用している。 

（１）有形固定資産

  ①鉄道事業取替資産 
同    左 

  ②その他の有形固定資産 
     同    左 
  
  
  
  

（１）有形固定資産 
  ①鉄道事業取替資産 

同    左 
  ②その他の有形固定資産 
     同    左 
  
  
  
  

  （２）無形固定資産 
定額法 
なお、自社利用ソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間（5年）に基づ

く定額法を採用している。 

（２）無形固定資産

同    左 
  
  
  

  

（２）無形固定資産 
同    左 
  
  
  

  



 

  前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  （３）工事負担金等の会計処理 
鉄道事業における施設の改

築工事等を行うに当たり、地

方公共団体等より工事費の一

部として工事負担金等を受け

ている。 

工事負担金等を受け入れて

取得した固定資産のうち、資

産価値や機能の向上が見込ま

れるもの（橋梁改築工事等）

については、工事完成時に当

該工事負担金等相当額を取得

した固定資産の取得原価から

直接減額せず、固定資産に計

上し、中間損益計算書におい

ては、工事負担金等受入額を

特別利益に計上している。 
また、資産価値や機能の向

上が見込まれないもの（踏切

道拡幅工事等）については、

工事完成時に当該工事負担金

等相当額を取得した固定資産

の取得原価から直接減額し、

中間損益計算書においては、

工事負担金等受入額を特別利

益に計上するとともに、固定

資産の取得原価から直接減額

した額を工事負担金等圧縮額

として特別損失に計上してい

る。 
なお、鉄道軌道近代化設備

整備費補助金については、こ

れを工事負担金等受入額とし

て特別利益に計上するととも

に、工事完成時に固定資産の

取得原価から直接減額した額

を工事負担金等圧縮額として

特別損失に計上している。 
  
  

（３）工事負担金等の会計処理

   同    左 
（３）工事負担金等の会計処理

鉄道事業における施設の改築

工事等を行うに当たり、地方公

共団体等より工事費の一部とし

て工事負担金等を受けている。 

工事負担金等を受け入れて取

得した固定資産のうち、資産価

値や機能の向上が見込まれるも

の（橋梁改築工事等）について

は、工事完成時に当該工事負担

金等相当額を取得した固定資産

の取得原価から直接減額せず、

固定資産に計上し、損益計算書

においては、工事負担金等受入

額を特別利益に計上している。 
また、資産価値や機能の向上

が見込まれないもの（踏切道拡

幅工事等）については、工事完

成時に当該工事負担金等相当額

を取得した固定資産の取得原価

から直接減額し、損益計算書に

おいては、工事負担金等受入額

を特別利益に計上するととも

に、固定資産の取得原価から直

接減額した額を工事負担金等圧

縮額として特別損失に計上して

いる。 
なお、鉄道軌道近代化設備整

備費補助金については、これを

工事負担金等受入額として特別

利益に計上するとともに、工事

完成時に固定資産の取得原価か

ら直接減額した額を工事負担金

等圧縮額として特別損失に計上

している。当期の工事負担金等

受入額及び工事負担金等圧縮額

に含まれる当該補助金は、283

百万円である。 

  
３．引当金の計上 

基準 
（１）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額

を計上している。 

（１）貸倒引当金

    同    左 
  
  
  
  
  

（１）貸倒引当金 
    同    左 
  
  
  
  
  

  （２）投資評価引当金 
  関係会社株式について実質

価 額を適正に評価するた

め、相手先の財務状態等を勘

案し、計上を要すると認めら

れる金額を計上している。 

（２）投資評価引当金

    同    左 
  
  
  
  

（２）投資評価引当金 
    同    左 
  
  
  
  



 

  前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  （３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められ

る額を計上している。 
会計基準変更時差異（1,349

百万円）は、15年による按分額

を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の
年数（12年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理してい
る。 

（３）退職給付引当金

  同    左 
  

（３）退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当事業年度末に発生

していると認められる額を計上

している。  
会計基準変更時差異（1,349

百万円）は、15年による按分額

を費用処理している。 
数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の
平均残存勤務期間以内の一定の
年数（12年）による定額法によ
り按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理してい
る。 

    
  

（４）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支出に備

えるため、内規に基づく当中間

会計期間末要支給額を計上して

いる。 
（会計処理の変更） 

   役員退職慰労金について、従

来、支出時の費用として処理し

ていたが、当中間会計期間から

役員退職慰労金算定基準内規に

基づく当中間会計期間末要支給

額を役員退職慰労引当金として

計上する方法に変更している。 
この変更は、「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の

引当金又は準備金並びに役員退

職慰労引当金等に関する監査上

の取扱い」（日本公認会計士協

会 監査・保証実務委員会報告

第42号 平成19年4月13日）が

公表されたことを契機に、近年

の役員退職慰労金の引当金計上

が会計慣行として定着してきた

ことを踏まえ、期間損益の適正

化及び財務内容の健全化を図る

ため、役員退職慰労金を役員の

在任期間にわたって合理的に費

用配分したことによるものであ

る。 
この変更に伴い、4百万円を

営業費に計上し、また、過年度

分相当額22百万円を特別損失に

計上している。 
  この結果、従来の方法によっ

た場合と比べて、営業利益及び

経常利益がそれぞれ4百万円、

税引前中間純利益が27百万円減

少している。 

  
  



 

  前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年 4月 1日 
至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 
至 平成19年 3月31日） 

  
  
（４）投資損失引当金 
  投資に対する損失に備えるた

め、相手先の財務状態等を勘
案し、出資金額を超えて負担
することとなる損失見込額を
計上している。 

 

（５）投資損失引当金 
    同    左 
  
  
  
  

 

（４）投資損失引当金 
    同    左 
  
  
  
  

  （５）鉄道安全対策修繕引当金 
国土交通省による保安監査

の結果及び勧告に対する実施
計画に基づき、社内安全基準
を見直したことによる臨時的
な車両及び線路施設の補修に
係る費用の支出に備えるた
め、その見積額を計上してい
る。 

  
  

（６）鉄道安全対策修繕引当金

同    左 
  
  
  
  
  
  
  
  

（５）鉄道安全対策修繕引当金

国土交通省による保安監査の
結果及び勧告に対する実施計画
に基づき、社内安全基準を見直
したことによる臨時的な車両及
び線路施設の補修に係る費用の
支出に備えるため、その見積額
を計上している。 

なお、当該補修工事は平成19
年度に完工する予定である。 

  
４．リース取引の処理

方法 
リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理により計上している。 

同    左

  
同    左 

  

  
５．ヘッジ会計の 

方法 
（１）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によってい

る。 
なお、特例処理の要件を満

たしている金利スワップにつ
いては特例処理によってい
る。 

（１）ヘッジ会計の方法

同    左 
（１）ヘッジ会計の方法 

同    左 

  （２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段：金利スワップ 
ヘッジ対象：借入金の利息 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
同    左 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 
同    左 

  （３）ヘッジ方針 
借入金の金利変動リスクを

回避するために金利スワップ
取引を行っている。また、社
内規程に基づく限度額の範囲
内で利用することを基本方針
とする。 

（３）ヘッジ方針

同    左 
（３）ヘッジ方針 

同    左 

  （４）ヘッジ有効性評価の方法 
  ヘッジ対象のキャッシュ・フ
ロー変動の累計とヘッジ手段
のキャッシュ・フロー変動の
累計を半期ごとに比較し、両
者の変動額等を基礎にして、
ヘッジ有効性を評価してい
る。 

ただし、特例処理によって
いる金利スワップについて
は、ヘッジ手段とヘッジ対象
に関する重要な条件が同一で
あるため有効性の評価を省略し
ている。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法

同    左 
（４）ヘッジ有効性評価の方法

同    左 

  
６．その他の中間財務

諸表（財務諸表）
作成のための基本
となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税

抜方式によっている。 

なお、仮払消費税等と仮受

消費税等は相殺し、その差額

は流動負債「その他」に含め

て表示している。 

①消費税等の会計処理

  同    左 
消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。 
ただし、資産に係る控除対象

外消費税は発生事業年度の期間

費用としている。 

    
  

②連結納税制度の適用

  当中間会計期間から連結納

税制度を適用している。 

 

  



会計処理の変更 

  
次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間
（自 平成19年 4月 1日 

至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 

至 平成19年 3月31日） 
（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等） 
当中間会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計
基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準
第5号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等の適用指針」（企業会計
基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準
適用指針第8号）を適用している。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当す
る金額は13,152百万円である。 

中間財務諸表等規則の改正により、当中間
会計期間における中間財務諸表は、改正後の
中間財務諸表等規則により作成している。 

  
 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会
計基準等） 
当期より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準委員会
平成17年12月9日 企業会計基準第5号）及び
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会
計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会
平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8
号）を適用している。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額
は13,109百万円である。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当期
における貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の財務諸表等規則により作成して
いる。 



  
注記事項 
（中間貸借対照表関係） 

 

前中間会計期間末 
（平成18年 9月30日） 

当中間会計期間末

（平成19年 9月30日） 
前事業年度末 

（平成19年 3月31日） 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

54,774百万円 
  
※２ 担保資産及び担保付債務 
  担保に供している資産は、次のとおり

である。 
鉄道事業固定資産 
（鉄道財団）         76,366百万円 
投資有価証券        405 
    計        76,771 
  担保付債務は、次のとおりである。 
長期借入金（財団抵当）20,568百万円 
短期借入金       2,100 
    計      22,668 

なお、上記の長期借入金には、１年以

内返済予定額を含んでいる。  
  

※３ 工事負担金等による鉄道事業固定

資産の圧縮累計額 
52,376百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

54,944百万円 
  
※２ 担保資産及び担保付債務 
  担保に供している資産は、次のとおり

である。 
鉄道事業固定資産 
（鉄道財団）         72,905百万円 
投資有価証券        311 
    計        73,216 
  担保付債務は、次のとおりである。 
長期借入金（財団抵当）19,418百万円 
短期借入金       2,700 
    計      22,118 

なお、上記の長期借入金には、１年以

内返済予定額を含んでいる。 
  

※３ 工事負担金等による鉄道事業固定

資産の圧縮累計額 
52,588百万円 

  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

56,084百万円 
  
※２ 担保資産及び担保付債務 
  担保に供している資産は、次のとおり

である。 
鉄道事業固定資産 
（鉄道財団）         77,057百万円 
投資有価証券        352 
    計        77,410 
  担保付債務は、次のとおりである。 
長期借入金（財団抵当）20,557百万円 
短期借入金       2,000 
    計      22,557 

なお、上記の長期借入金には、１年以

内返済予定額を含んでいる。 
  

※３ 工事負担金等による鉄道事業固定

資産の圧縮累計額 
52,593百万円 

４ 偶発債務 
下記会社の借入金に対し保証を行って

いる。 
北神急行電鉄(株)  11,122百万円 
㈱神鉄ビジネスサポート  1,895    
   計          13,017 
北神急行電鉄㈱の保証の額は、連帯

保証契約に基づく当社負担額を記載し

ており、連帯保証の総額は、22,245百

万円である。 
  

４ 偶発債務

下記会社の借入金に対し保証を行って

いる。 
  
㈱神鉄ビジネスサポート 1,917百万円 
    
  

４ 偶発債務

下記会社の借入金に対し保証を行って

いる。 
北神急行電鉄(株)  10,772百万円 
㈱神鉄ビジネスサポート  2,010 
   計          12,782 
北神急行電鉄㈱の保証の額は、連帯

保証契約に基づく当社負担額を記載し

ており、連帯保証の総額は、21,545百

万円である。 

５ 当社は、資金調達の機動性確保・安

定化を図る目的で、取引銀行1行とコミ

ットメントライン契約を平成18年9月29

日付けで締結している。この契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりである。 
 契約の総額     3,000百万円 
 借入実行残高      ― 
 借入未実行残高   3,000 

５ 当社は、資金調達の機動性確保・安

定化を図る目的で、取引銀行1行とコミ

ットメントライン契約を平成19年4月2

日付けで締結している。この契約に基

づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりである。 
 契約の総額     3,000百万円 
 借入実行残高      ― 
 借入未実行残高   3,000 

５ 当社は、資金調達の機動性確保・安

定化を図る目的で、取引銀行1行とコミ

ットメントライン契約を平成18年9月29

日付けで締結している。この契約に基

づく当期末の借入未実行残高は次のと

おりである。 
 契約の総額     3,000百万円 
 借入実行残高      ― 
 借入未実行残高   3,000 



  

  
  
 

前中間会計期間末 
（平成18年 9月30日） 

当中間会計期間末

（平成19年 9月30日） 
前事業年度末 

（平成19年 3月31日） 
※６ 財務制限条項 

平成18年9月29日締結のコミットメ
ントライン契約及び平成18年5月26日
締結のシンジケートローン契約（残
高83億円）には、それぞれ下記の財
務制限条項が付されている。 

 （１）コミットメントライン契約に付
されている条項 

  ① 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される資本の部の合計金額が、
平成17年3月決算期末日におけるそ
れぞれの貸借対照表に記載される
資本の部の合計金額の75％又は直
前営業年度末におけるそれぞれの
貸借対照表に記載される資本の部
の合計金額の75％のいずれか高い
方の金額をいずれも下回らないこ
と。 

  ② 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体損益計算書に記
載される経常損益をいずれも損失
としないこと。 

  ③ 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される有利子負債（受取手形割
引高、短期借入金、1年以内返済予
定長期借入金、長期借入金、社債
等をいう。）の合計金額が、それ
ぞれの損益計算書に記載される営
業損益と受取利息配当金及び固定
資産減価償却費の合計金額の20倍
をいずれも上回らないこと。 

 （２）シンジケートローン契約に付さ
れている条項 

    各決算期末（中間を含む。）に

おいて、報告書等に記載される貸

借対照表における資本の部の合計

金額を平成17年3月決算期末の貸借

対照表に記載される資本の部の合

計金額の75％又は直近決算期末

（中間を含む。）における貸借対

照表に記載される資本の部の合計

金額の75％以上のいずれか高い方

の金額以上に、連結貸借対照表に

おける資本の部の合計金額を平成

17年3月決算期末の連結貸借対照表

に記載される資本の部の合計金額

の75％又は直近決算期末（中間を

含む。）における連結貸借対照表

に記載される資本の部の合計金額

の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、それぞれ維持すること

を確約する。 

※６ 財務制限条項
平成19年4月2日締結のコミットメ

ントライン契約及び平成18年5月26日
締結のシンジケートローン契約（残
高83億円）には、それぞれ下記の財
務制限条項が付されている。 

 （１）コミットメントライン契約に付
されている条項 

  ① 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される資本の部の合計金額が、
平成18年3月決算期末日におけるそ
れぞれの貸借対照表に記載される
資本の部の合計金額の75％又は直
前営業年度末におけるそれぞれの
貸借対照表に記載される資本の部
の合計金額の75％のいずれか高い
方の金額をいずれも下回らないこ
と。 

  ② 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体損益計算書に記
載される経常損益をいずれも損失
としないこと。 

  ③ 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される有利子負債（受取手形割
引高、短期借入金、1年以内返済予
定長期借入金、長期借入金、社債
等をいう。）の合計金額が、それ
ぞれの損益計算書に記載される営
業損益と受取利息配当金及び固定
資産減価償却費の合計金額の20倍
をいずれも上回らないこと。 

 （２）シンジケートローン契約に付さ
れている条項 

    同    左 

※６ 財務制限条項 
平成18年9月29日締結のコミットメ

ントライン契約及び平成18年5月26日
締結のシンジケートローン契約（残
高83億円）には、それぞれ下記の財
務制限条項が付されている。 

 （１）コミットメントライン契約に付
されている条項 

  ① 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される資本の部の合計金額が、
平成17年3月決算期末日におけるそ
れぞれの貸借対照表に記載される
資本の部の合計金額の75％又は直
前営業年度末におけるそれぞれの
貸借対照表に記載される資本の部
の合計金額の75％のいずれか高い
方の金額をいずれも下回らないこ
と。 

  ② 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体損益計算書に記
載される経常損益をいずれも損失
としないこと。 

  ③ 各営業年度末日の報告書等にお
ける連結及び単体貸借対照表に記
載される有利子負債（受取手形割
引高、短期借入金、1年以内返済予
定長期借入金、長期借入金、社債
等をいう。）の合計金額が、それ
ぞれの損益計算書に記載される営
業損益と受取利息配当金及び固定
資産減価償却費の合計金額の20倍
をいずれも上回らないこと。 

 （２）シンジケートローン契約に付さ
れている条項 

    同    左 



（中間損益計算書関係） 

  

  

  

  

 （中間株主資本等変動計算書関係） 
 前中間会計期間（自 平成18年 4月 1日 至 平成18年 9月30日） 
 自己株式に関する事項 

前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
    至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 
 １ 減価償却実施額 
   有形固定資産   1,425百万円 
   無形固定資産      31 

 １ 減価償却実施額

   有形固定資産     1,423百万円 
   無形固定資産        16 

 １ 減価償却実施額 
   有形固定資産   2,863百万円 
   無形固定資産      63 

※２ 営業外収益のうち主なもの 
   受取利息          10百万円 
   受取配当金        40 

※２ 営業外収益のうち主なもの

   受取利息            12百万円 
   受取配当金          79 

※２ 営業外収益のうち主なもの 
   受取利息          21百万円 
   受取配当金        43 

※３ 営業外費用のうち主なもの 
   支払利息及び社債利息 
            868百万円 

※３ 営業外費用のうち主なもの

   支払利息及び社債利息 
              921百万円 

※３ 営業外費用のうち主なもの 
   支払利息及び社債利息 
           1,751百万円 

※４ 
  

※４ 特別利益のうち主なもの

   固定資産売却益   1,119百万円 
   貸倒引当金取崩益 5,047 
   投資損失引当金 

取崩益 1,223 
   （上記の貸倒引当金取崩益及び投

資損失引当金取崩益は、持分法適

用会社である北神急行電鉄株式会

社に対する経営支援を一時中断

し、同社の借入金に対する債務保

証を解除したこと並びに同社に対

する貸付金を回収したことによる

ものである。） 
   工事負担金等受入額  20 

※４ 特別利益のうち主なもの 
   工事負担金等受入額 283百万円 
   特別配当金     165 
  

※５ 特別損失のうち主なもの 
   投資評価引当金 

繰入額   40百万円 
   貸倒引当金繰入額    6 
   その他投資評価損   34 
  

※５ 特別損失のうち主なもの

   固定資産売却損   627百万円 
   販売用土地建物 

評価損   4,147 
   （「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平

成18年７月５ 日 企業会計基準

第９号）が平成20年３月31日以前

に開始する会計年度に係る財務諸

表から適用できることになったこ

とに伴い、当中間会計期間から同

会計基準を適用したことによる期

首在庫に含まれる変更差額1,315百

万円並びに、従来開発計画を予定

していた一部販売用土地につい

て、当中間会計期間において開発

計画断念を取締役会で意思決定し

たことに伴い、評価方法の時価を

見直した結果、時価の著しい下落

に伴う評価損2,831百万円であ

る。） 
   販売用土地売却損   506 
      役員退職慰労 

引当金繰入額    22 
   工事負担金等圧縮額   7 

※５ 特別損失のうち主なもの 
      工事負担金等圧縮額 283百万円 
   投資損失引当金 

繰入額 150 
    
  

株式の種類 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
  増加株式数（株） 

当中間会計期間
  減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 78,481  21,799 ― 100,280 



（注）普通株式の自己株式の株式数の増加21,799株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

  
当中間会計期間（自 平成19年 4月 1日 至 平成19年 9月30日） 

 自己株式に関する事項 

（注）1 増加株式数31,599株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 
      2 減少株式数127,909株は、転換社債の転換による自己株式の交付による減少である。 

  
前事業年度（自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日） 

 自己株式に関する事項 

（注）1 普通株式の自己株式の株式数の増加46,981株は、単元未満株式の買取りによる増加である。 

      2 普通株式の自己株式の株式数の減少27,209株は、転換社債の転換による自己株式の交付による減少である。 

前へ   次へ  

株式の種類 前事業年度末 
株式数（株） 

当中間会計期間
  増加株式数（株） 

当中間会計期間
  減少株式数（株） 

当中間会計期間末
株式数（株） 

普通株式 98,253  31,599 127,909 1,943 

株式の種類 前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式 78,481  46,981 27,209 98,253 



（リース取引関係） 

 
  

  前へ  次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成18年 9月30日） 

当中間会計期間

（自 平成19年 4月 1日 
    至 平成19年 9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年 4月 1日 

    至 平成19年 3月31日） 
リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 
  

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

  

１ リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

取得価額 減価償却 中間期末

累 計 額 残  高 
相 当 額 相 当 額 相 当 額 

百万円   百万円   百万円 
鉄道事業 
固定資産    94       51       43 
兼  業 
固定資産    58       42       16 
合  計   153       94       59 
  

取得価額 減価償却 中間期末

累 計 額 残  高 
相 当 額 相 当 額  相 当 額 

百万円   百万円   百万円 
鉄道事業 
固定資産    70       30       40 
兼  業 
固定資産    51       33       18 
合  計   122       63       58 
  

取得価額 減価償却 期末残高

累 計 額 
相 当 額  相 当 額  相 当 額 

百万円   百万円   百万円 
鉄道事業 
固定資産   100       59       41 
兼  業 
固定資産    60       48       12 
合  計   161      107       53 
  

（注）取得価額相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定資産の中

間期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

いる。 
  

（注）  同   左 （注）取得価額相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定している。 
  

２ 未経過リース料中間期末残高 
相当額 
１年内     21百万円 
１年超     38 
合  計     59 
  

（注）未経過リース料中間期末残高相当

額は、未経過リース料中間期末残高

が有形固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込

み法により算定している。 
  

２ 未経過リース料中間期末残高

相当額 
１年内     19百万円 
１年超     39 
合  計     58 
  

（注）  同   左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内      18百万円 
１年超      35 
合  計      53 
  

（注）未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定している。 
  

３ 支払リース料及び減価償却費 
相当額 

（１）支払リース料   13百万円 
（２）減価償却費相当額 13百万円 

  

３ 支払リース料及び減価償却費

相当額 
（１）支払リース料   9百万円 
（２）減価償却費相当額 9百万円 

  

３ 支払リース料及び減価償却費 
相当額 

（１）支払リース料   26百万円 
（２）減価償却費相当額 26百万円 

  
４ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっている。 

４ 減価償却費相当額の算定方法

同   左 
４ 減価償却費相当額の算定方法 

同   左 



（有価証券関係） 

  
  
（1株当たり情報） 

  
（注）1株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  
  
（重要な後発事象） 
  該当事項なし 
  
  前へ 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で
時価のあるものはない。 

前中間会計期間 
（自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日） 

当中間会計期間

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日） 

1株当たり純資産額   164円04銭 
1株当たり中間純利益    0円71銭 

1株当たり純資産額     164円83銭
1株当たり中間純利益    13円16銭 

1株当たり純資産額     163円92銭
1株当たり当期純利益      1円24銭 

  
なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、潜在株式が存在しな

いため、記載していない。 

潜在株式調整後

1株当たり中間純利益   13円00銭 
  

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益    1円24銭  

  前中間会計期間

（自平成18年4月 1日 
至平成18年9月30日） 

当中間会計期間

（自平成19年4月 1日 
至平成19年9月30日） 

前事業年度 
（自平成18年4月 1日 

至平成19年3月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益                      

中間（当期）純利益 (百万円)    56   1,039    98 

普通株主に帰属しない金額（百万円）    ―    ―    ― 
普通株式に係る中間（当期）純利益(百万円)    56   1,039    98 
普通株式の期中平均株式数(千株)       78,949      79,015 78,938 

        

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益      

中間（当期）純利益調整額(百万円)    ―    ―    ― 
普通株式増加数（千株）    ―     969    179 



  
（2）【その他】 
   該当事項なし。 



第６【提出会社の参考情報】 
  

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  
            

   
                                           

         
             

     
                                        

（1） 臨時報告書       平成19年6月12日 

      関東財務局長に提出

  
証券取引法第24条の5第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令19条第2項第9号（代表

取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書である。 

    

（2） 有価証券報告書 事業年度 自 平成18年4月01日   平成19年6月28日 

  及びその添付書類 (第132期) 至 平成19年3月31日   関東財務局長に提出

           

（3） 臨時報告書       平成19年9月28日 

      関東財務局長に提出

  
証券取引法第24条の5第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令19条第2項第12号及び第

19号（財政状態及び経営成績に著しい影響を与える事象の発生）の規定に基づく臨時報告書で
ある。 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
  

該当事項なし。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月21日 

神 戸 電 鉄 株 式 会 社 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結

会計年度の中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結

財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動

計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財

務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に

対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表

示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸

表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、神戸電鉄株式会社及び連結子会社の平成18年9月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平

成18年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示

しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。 

以  上 

  

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山下 幸一  印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 吉田 享司  印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山田 英明  印 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
半期報告書提出会社が別途保管している。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  
平成19年12月21日 

神 戸 電 鉄 株 式 会 社 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理

の状況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会

計年度の中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸

表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中

間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行

われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合

理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連

結財務諸表の作成基準に準拠して、神戸電鉄株式会社及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日ま

で）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は当中間連結会計期

間から棚卸資産の評価に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸

表を作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以  上 

  

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山下 幸一   印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 吉田 享司   印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山田 英明   印 

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告

書提出会社が別途保管している。  



  

独立監査人の中間監査報告書 

  
平成18年12月21日 

神 戸 電 鉄 株 式 会 社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状

況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの第

132期事業年度の中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書につ

いて中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査

の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に

関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加

の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表

に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中

間財務諸表の作成基準に準拠して、神戸電鉄株式会社の平成18年9月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営

成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。 

以  上 
  

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山下 幸一  印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 吉田 享司  印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山田 英明  印 

 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
半期報告書提出会社が別途保管している。 



  

独立監査人の中間監査報告書 

  
平成19年12月21日 

神 戸 電 鉄 株 式 会 社 

取締役会 御中 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理

の状況」に掲げられている神戸電鉄株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第133期

事業年度の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すな

わち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行っ

た。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準

は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の

判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中

間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われてい

る。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、神戸電鉄株式会社の平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって

終了する中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。 

追記情報 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項に記載のとおり、会社は当中間会計期間から棚卸資産

の評価に関する会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 

以  上 

あ ず さ 監 査 法 人 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山下 幸一   印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 吉田 享司   印 

指 定 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 山田 英明   印 

上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告

書提出会社が別途保管している。  
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